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近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

│
│
元
禄
期
を
中
心
に
│
│

田

代

和

生

は
じ
め
に

対
馬
藩
は
、
朝
鮮
商
人
と
の
間
で
展
開
さ
れ
る
私
貿
易
（
開

市
）
の
経
営
合
理
化
の
た
め
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
藩
内
の

も
と
か
た

有
力
商
人
一
〇
人
で
構
成
さ
れ
る
商
売
掛
（
後
の
元
方
役
）
を
設

置
し
、
翌
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）〜
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）

ま
で
の
二
六
年
間
、
私
貿
易
の
運
営
に
当
た
ら
せ
た
。
こ
う
し
た

藩
営
の
私
貿
易
が
開
催
さ
れ
る
倭
館
開
市
大
庁
に
は
、
渡
航
を
許

可
さ
れ
た
使
者
や
倭
館
役
員
、
そ
の
従
者
、
商
人
、
職
人
た
ち
の

出
入
り
が
あ
り
、
藩
の
認
可
（
御
免
）
を
得
た
品
の
売
買
、
い
わ

ゆ
る
「
御
免
物
貿
易
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
御
免
物
貿

易
に
最
も
深
く
か
か
わ
っ
た
の
が
倭
館
請
負
屋
、
す
な
わ
ち
倭
館

で
の
生
活
必
需
品
の
製
造
・
販
売
、
あ
る
い
は
特
定
の
物
資
の
輸

送
・
販
売
な
ど
を
担
当
す
る
商
人
た
ち
で
あ
る
。

か
つ
て
筆
者
は
旧
稿
「
元
禄
期
倭
館
請
負
屋
と
御
免
物
貿
易
」

（『
史
学
』
七
七
巻
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
、
請
負
屋
の

人
員
構
成
、
請
負
業
種
名
、
元
方
（
元
手
）
貸
付
制
の
存
在
な
ど

を
明
ら
か
に
し
、
御
免
物
貿
易
の
実
態
と
規
模
を
考
察
し
た
。
た

だ
し
こ
こ
で
は
請
負
屋
に
よ
る
御
免
物
貿
易
の
全
体
像
を
把
握
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
た
め
、
請
負
屋
個
々
の
活
動
内
容
、
と
り

こ
ま
も
の

わ
け
最
大
の
御
免
物
貿
易
を
展
開
し
た
「
細
物
請
負
屋
」
の
活
動

に
つ
い
て
は
、
そ
の
役
割
の
重
要
性
を
喚
起
す
る
に
留
め
て
お
い

た
。と

こ
ろ
で
複
雑
な
こ
と
に
、
細
物
は
物
品
名
で
は
な
く
、「
細

か
い
物
」「
日
用
の
こ
ま
ご
ま
し
た
物
」「
諸
々
の
品
」
を
表
す
総

称
で
あ
る
。
長
崎
貿
易
で
は
「
小
間
物
」
と
書
い
て
輸
出
品
お
よ

び
輸
入
品
の
両
方
の
リ
ス
ト
に
登
場
す
る
が
、
不
要
・
不
急
の
も

の
と
み
な
さ
れ
て
し
ば
し
ば
取
引
禁
止
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
こ

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

一
（

一

）



と
が
あ
っ
た
と
い
う
（
１
）
。
で
は
倭
館
に
お
け
る
細
物
と
は
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
物
資
を
さ
す
の
か
。
実
は
こ
れ
ま
で
、
対
馬
藩
の

い
う
細
物
の
定
義
が
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
目
的
で
倭
館
へ
搬
入
さ
れ
た
の
か
、
基
本
的
な
こ
と
が
不
明

の
ま
ま
、
倭
館
へ
の
物
流
や
開
市
大
庁
で
の
取
引
が
考
察
さ
れ
て

き
た
（
２
）
。
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
倭
館
の
外
交
儀
礼
や
、
個
人
的
な

い
ん
も
つ

つ
か
い
も
の

交
流
の
場
で
贈
ら
れ
る
多
種
多
彩
な
音
物
（
遣
物
）
の
存
在
で

あ
る
。
こ
の
音
物
は
、
倭
館
に
お
い
て
は
細
物
の
部
類
に
属
し
、

こ
の
ほ
か
倭
館
で
の
日
用
品
、
あ
る
い
は
貿
易
品
と
し
て
の
用
途

も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
倭
館
搬
入
を
委
託
さ
れ
た
細
物
請
負
屋
の
活

動
範
囲
は
極
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
倭
館
に
お
け
る
細
物
と
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
品
を
指
す
の
か
、
そ
の
種
類
と
倭
館
搬
入
の
用
途
を

明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
細
物
請
負
屋
の
規
模
、
活
動
内
容
、
私

貿
易
業
務
の
委
託
な
ど
に
つ
い
て
明
か
に
し
て
み
た
い
。

第
一
章

細
物
の
種
類
と
用
途

細
物
請
負
屋
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
倭
館
に
お

け
る
細
物
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
倭
館
で

い
う
細
物
の
全
体
像
は
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
対
馬
藩
朝
鮮

方
が
記
録
し
た
『
細
物
諸
色
直
段
帳
写
（
１
）
』
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
説
明
文
は
な
い
が
、
総
て
一
つ
書
き
で
細
物
の
種
類
と

そ
の
単
価
を
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。

（
マ
マ
）

一
蒔
絵
印
籠
壱
ツ
ニ
付

代
銀
銀
八
匁
か
へ

註（
１
）
山
脇
悌
二
郎
『
長
崎
の
唐
人
貿
易
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

四
年
）
二
四
四
頁
。
同
書
収
録
の
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
輸
出

入
表
に
よ
る
と
、
小
間
物
の
品
目
数
は
次
の
通
り
輸
出
部
門
の
ほ

う
が
圧
倒
的
に
多
く
、
日
本
国
産
品
の
小
間
物
輸
出
が
盛
ん
だ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

輸
入
品
（
五
四
艘
分
）
小
間
物

六
六
櫃

一
七
七
品
目

輸
出
品
（
三
八
艘
分
）
小
間
物
九
二
八
櫃

二
七
〇
品
目

長
崎
貿
易
に
お
け
る
小
間
物
の
種
類
・
数
量
・
品
目
解
説
は
、
同

書
表
９
・
表
１０
を
参
照
。

（
２
）
泉
澄
一
「
一
七
六
七
（
明
和
４
）〜
一
八
二
四
（
文
政
７
）
年

に
お
け
る
対
馬
藩
よ
り
朝
鮮
へ
の
音
信
物
等
を
め
ぐ
っ
て
」（『
水

邨
朴
永
錫
教
授
華
甲
紀
念
・
韓
國
史
學
論
叢
（
下
）』
一
九
九
二
年

所
収
）
は
、
倭
館
へ
頻
繁
に
搬
入
さ
れ
る
音
物
に
初
め
て
注
目
し
、

そ
の
種
類
と
品
目
に
つ
い
て
解
説
し
た
論
文
で
あ
る
。
た
だ
し
音

物
の
倭
館
搬
入
を
「
非
公
式
な
物
品
の
流
れ
」（
七
八
七
頁
）
と
定

義
し
た
り
、
賄
賂
用
に
朝
鮮
側
へ
提
供
さ
れ
た
銅
を
「
輸
出
品
」

と
み
な
し
て
貿
易
量
へ
の
加
算
を
提
唱
す
る
（
七
九
二
頁
）
な
ど
、

日
朝
間
の
複
合
的
な
物
流
が
正
確
に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
史
料
解

説
や
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

二
（

二

）



但
し
無
地
も
直
段
同
断

一
同
衣
桁
壱
ツ
ニ
付

同
弐
拾
弐
匁
五
分
か
へ

一
黄
色
衣
装
箪
笥
壱
ニ
付

同
参
拾
匁
か
へ

一
衣
装
櫃
壱
ツ
ニ
付

同
拾
六
匁
か
へ

一
象
牙
唐
人
印
判
壱
ニ
付

同
四
匁
五
分
か
へ

一
黒
角
唐
人
印
判
壱
ニ
付

同
弐
匁
五
分
か
へ

一
同
印
肉
入
大
印
判
壱
ニ
付

同
八
匁
か
へ

一
同
印
肉
入
小
印
判
壱
ニ
付

同
壱
匁
五
分
か
へ

（
以
下
略
）

一
つ
書
き
は
三
八
八
項
目
に
お
よ
ぶ
が
、
品
目
の
重
複
が
一
六
種

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
除
外
す
る
と
三
七
三
種
の
名
称
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

細
物
の
内
容
を
具
体
的
に
み
る
た
め
、
こ
の
な
か
で
特
に
品
目

数
の
多
い
食
器
類
・
調
理
道
具
・
鏡
の
種
類
を
、
単
価
を
除
外
し

て
表
１
に
示
し
た
。
ま
ず
①
食
器
類
・
調
理
道
具
と
は
、
茶
碗
・

と
つ
く
り

ち
よ
こ

お
し
き

皿
・
徳
利
・
猪
口
・
盃
・
弁
当
箱
・
重
箱
・
盆
・
折
敷
（
食
器
用

角
盆
）・
鍋
・
釜
・
七
輪
な
ど
で
あ
る
。
伊
万
里
焼
、
京
焼
、
蒔

絵
、
漆
器
、
あ
る
い
は
銅
・
錫
・
鎮
鍮
・
鉄
な
ど
金
属
製
品
が
多

く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
主
体
は
日
本
国
内
の
工
芸
品
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
品
々
は
、
倭
館
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活

用
品
で
あ
る
と
と
も
に
、
饗
応
の
場
を
通
じ
て
朝
鮮
側
の
役
人
や

商
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
多
く
、
後
日
注
文
を
受
け
て
販
売
に

供
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
２
）
。
ま
た
②
鏡
を
み
る
と
、
蒔
絵
の
描
か
れ

た
華
麗
な
家
（
上
箱
）
入
り
の
も
の
か
ら
女
丸
鏡
、
蒔
絵
の
鏡
台

ま
で
あ
る
。
寸
法
を
細
か
く
指
定
し
て
三
四
種
類
も
書
き
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
倭
館
住
民
の
日
用
と
い
う
よ
り
も
、

朝
鮮
側
の
需
要
に
応
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

表
以
外
で
は
、
衣
桁
・
箪
笥
・
戸
棚
と
い
っ
た
家
具
類
、
火

ろ
う
そ
く

ち
よ
う
ち
ん

あ
ん
ど
ん

鉢
・
蝋
燭
・
提
灯
・
行
燈
な
ど
、
倭
館
の
「
住
」
の
部
分
で
使

ふ
み
ば
こ

用
さ
れ
る
品
も
細
物
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
硯
・
墨
・
文
匣
・

紙
な
ど
の
文
具
類
、
書
籍
・
食
品
・
薬
種
・
キ
セ
ル
な
ど
も
細
物

に
入
る
。
さ
ら
に
、
長
崎
で
購
入
し
た
輸
入
品
（
た
と
え
ば
龍
眼

れ
い
し

た
い
ま
い

肉
・
茘
枝
・
孔
雀
尾
・
玳
瑁
・
象
牙
・
水
銀
・
砂
糖
な
ど
）
も
あ

る
が
、
反
面
、
朝
鮮
で
生
産
さ
れ
た
物
資
が
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て

い
な
い
。
お
そ
ら
く
倭
館
で
い
う
細
物
と
は
、
対
馬
藩
が
倭
館
へ

搬
入
し
た
物
資
に
限
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

細
物
の
主
体
が
日
本
か
ら
の
搬
入
物
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

細
物
の
用
途
と
密
接
に
関
係
す
る
。
つ
ま
り
細
物
と
は
、
第
一
に

倭
館
と
い
う
外
国
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
々
へ
提
供
さ
れ
る

生
活
必
需
品
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

第
二
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
輸
出
品
と
し
て
の
用
途
で
あ
る
。

日
朝
貿
易
に
お
い
て
国
内
工
芸
品
が
盛
ん
に
輸
出
さ
れ
た
こ
と
は

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

三
（

三

）



表１ 細物の種類 ①食器・調理道具

浅黄中丸盆
浅黄大丸盆
浅黄足附大丸盆
蒔絵足附大丸盆
蒔絵足附中丸盆
蒔絵足附小丸盆
蒔絵無足大丸盆
蒔絵無足中丸盆
蒔絵無足小丸盆
蒔絵足附折敷
蒔絵二ノ足附折敷
蒔絵五寸足ノ附折敷
木具
鍋・釜・七輪

銅ちろり
錫間鍋
朱蓋鉄間鍋
銅五ツ入子鍋
銅三ツ入子鍋
銅耳附大鍋
鉄七ツ入子鍋
鉄五ツ入子鍋
鉄三ツ入子鍋
鉄こま鍋
銅耳付中鍋
銅耳付小鍋
銅湯次
あふりこ
唐金釜
焼もの七厘

伊万里五合入徳利
伊万里三合入徳利
伊万里弐合半入徳利
伊万里平徳利
伊万里七合入角徳利
鑞壱升入徳利
ひいどろ猪口
伊万里白手猪口
伊万里染付猪口
伊万里染付十分盃
ひいどろ盃
京焼盃
弁当箱・重箱

壱人弁当
弐人弁当
三人弁当
五人弁当
茶弁当
京焼菓子重
伊万里焼三重小重
提重
蒔絵提重
黒塗大重箱
黒塗中重箱
黒塗小重箱
浅黄三ツ入子重箱
蒔絵大重箱
蒔絵中重箱
盆・折敷

鎮鍮菓子盆
浅黄小丸盆

茶碗・天目・皿

錫茶碗
鑞茶碗
ひいどろ茶碗
伊万里染付二重蓋天目
伊万里染付大蓋天目
伊万里染付小蓋天目
京焼三重蓋天目
鍋中天目
伊万里大天目
伊万里中天目
伊万里小天目
伊万里四手入子天目
伊万里染付入子大天目
京焼小天目
伊万里大皿
伊万里中皿
伊万里小皿
京焼中皿
伊万里四手台皿
伊万里八角台皿
伊万里染付中台皿
伊万里染付八角台皿
ひひどろ台皿
徳利・猪口・盃

伊万里染付大徳利
伊万里三升入徳利
伊万里弐升入徳利
伊万里壱升五合入徳利
伊万里壱升入徳利
伊万里七合入徳利

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

四
（

四

）



す
で
に
中
世
期
（
３
）
か
ら
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
近
世
に
な
る

と
こ
れ
が
「
御
送
使
遣
用
細
物
（
４
）
」
と
い
う
総
称
名
で
倭
館
へ
搬
入

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
表
２
は
幕
末
期
の
も
の
だ

ふ
う
し
ん

が
、
毎
年
規
程
さ
れ
た
封
進
物
（
朝
鮮
国
王
へ
の
献
上
品
）
の
輸

出
定
品
（
５
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
朱
（
紅
）・
紋

紙
・
料
紙
箱
・
硯
箱
・
盆
・
風
呂
（
風
炉
）・
屏
風
・
鏡
・
唐

鋏
・
煙
器
（
キ
セ
ル
）・
手
洗
・
手
燭
の
類
は
、
い
ず
れ
も
細
物

扱
い
で
倭
館
へ
搬
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
私
貿
易
（
開
市
）
で
も
、
多
種
類
の
細
物
が
輸
出
さ
れ
て

い
る
。
貞
享
期
（
一
六
八
〇
年
代
）〜
享
保
期
（
一
七
三
〇
年

代
）
の
記
録
（
６
）
を
み
る
と
、
藩
が
私
貿
易
で
輸
出
し
た
細
物
の
詳
細

が
判
明
す
る
。
数
量
や
単
価
等
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、

そ
の
品
目
名
の
み
を
列
記
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

銀
山
煙
器
・
朱
竿
煙
器
・
青
貝
煙
器
・
紋
紙
・
び
い
と
ろ

紙
・
白
羽
二
重
・
こ
ろ
鮫
・
見
臺
・
小
刀
・
黄
連
・
沈
香
・

表１ 細物の種類 ②鏡

三寸柄鏡
四寸柄鏡
五寸柄鏡
六寸柄鏡
七寸柄鏡
八寸柄鏡
九寸柄鏡
壱尺柄鏡
四角鏡
上三角鏡
上三角女丸鏡
蒔絵家入四角鏡
蒔絵家入大釣鏡
蒔絵家入小釣鏡
衣装絵四角鏡家
溜塗鏡家
蒔絵鏡台

鏡・鏡箱・鏡台

蒔絵家入三寸柄鏡
蒔絵家入四寸柄鏡
蒔絵家入五寸柄鏡
蒔絵家入六寸柄鏡
蒔絵家入七寸柄鏡
蒔絵家入八寸柄鏡
蒔絵家入九寸柄鏡
蒔絵家入壱尺柄鏡
蒔絵家入中柄鏡
上三角三寸柄鏡
上三角四寸柄鏡
上三角五寸柄鏡
上三角六寸柄鏡
上三角七寸柄鏡
上三角八寸柄鏡
上三角九寸柄鏡
上三角壱尺柄鏡

表２ 封進物のうち細物

種類・数量

日本朱２斤 紋紙３００枚

日本朱６斤 蒔絵台付大硯箱１ツ
蒔絵無足中丸盆１束 銅野風呂１ツ

蒔絵家入７寸鏡１面

金屏風１双 銅三ツ入手洗１組

蒔絵台付大硯箱５ツ
紋紙１５００枚 蒔絵料紙箱５ツ
蒔絵家入７寸鏡５面 唐鋏２５挺
蒔絵大重箱５組 蒔絵中重箱５組
黒塗手燭５本 朱竿煙器２５０本

宗家文書『當時公貿易并朝鮮御商買御利潤凡考之積帳』のうち「年条八
送使且裁判并漂民看品封進物遣掛之事」（国立国会図書館所蔵）より作
成。年代不明だが内容から弘化元年（１８４４）・同２年と推測される。

船 名

歳遣第一船

一特送使～三特送使

以酊庵送使

萬松院送使

漂民五巡

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

五
（

五

）



陣
皮
・
あ
こ
や
玉
掛
目
・
書
籍
類
・
植
物
類
・
五
花
糖
・
白

砂
糖
・
孔
雀
尾
・
皮
籠
・
象
牙
真
針
・
木
真
針
・
目
が
ね
・

時
計
・
日
本
朱
・
燈
台
・
水
晶
笠
緒
・
銅
五
ツ
入
子
鍋
・
銅

五
ツ
入
子
手
洗
・
薬
罐
・
柄
付
鏡
・
蒔
絵
家
入
女
鏡
・
黄
色

掛
硯
・
塗
蒔
絵
大
硯
箱
・
硯
石
・
蒔
絵
中
硯
箱
・
蒔
絵
重

箱
・
蒔
絵
塗
大
丸
盆
・
色
付
帳
箱
・
帳
箱
・
疣
掛
硯
・
丸

盆
・
蒔
絵
足
付
折
敷
・
塗
重
箱
・
小
秤
・
唐
鋏
・
傘
・
天

目
・
伊
万
里
焼
染
付
皿

五
花
糖
・
白
砂
糖
な
ど
長
崎
か
ら
の
中
継
品
も
み
ら
れ
る
が
、
ほ

と
ん
ど
が
日
本
産
品
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
朝
鮮
好
み

の
豪
華
な
蒔
絵
細
工
の
硯
箱
・
家
入
鏡
・
盆
・
折
敷
な
ど
が
多
く
、

ま
た
各
種
の
細
工
を
施
し
た
煙
器
の
類
は
、
朝
鮮
国
内
で
の
喫
煙

慣
習
の
定
着
に
細
物
輸
出
が
深
く
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。
こ
の
ほ
か
請
負
屋
に
よ
る
御
免
物
貿
易
（
後
述
）
で
も
、
細

物
が
盛
ん
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
①
日
用
、
②
貿
易
用
以
外
に
、
細
物
は
両
国
の

儀
礼
や
交
流
の
場
に
お
け
る
③
音
物
（
遣
物
）
用
と
し
て
の
用
途

が
あ
っ
た
。
倭
館
運
営
上
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
こ
れ
ら
の
物
資

が
、
実
は
「
細
物
」
の
部
類
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
次
の
志
田
運

平
の
書
付
に
も
明
ら
か
で
あ
る
（
７
）
。

享
保
六
年
辛
丑
三
月
廿
三
日

志
田
運
平

右
者
此
度
吊
禮
使
封
進
ニ
被
差
渡
候
處
、
於
彼
地
音
物
用
之

品
御
定
り
之
通
ニ
而
ハ
不
足
ニ
有
之
候
付
、
細
物
屋
方
よ
り

致
借
用
差
足
返
物
相
済
置
候
付
、
為
返
物
細
物
朝
鮮
渡
被
差

免
被
下
候
様
ニ
願
出
候
、
三
判
使
之
節
ニ
も
封
進
へ
ハ
音
物

用
細
物
被
差
免
候
儀
ハ
無
之
候
付
、
先
達
而
願
出
候
節
不
被

差
免
候
、（
中
略
）
三
判
使
都
船
主
へ
細
物
御
免
被
成
候
格

を
以
封
進
へ
御
免
被
成
候
例
無
之
候
得
共
、
願
之
通
弐
百
目

分
之
代
物
被
差
免
候
間
、
可
被
申
渡
旨
組
頭
吉
川
六
郎
左
衛

門
へ
申
渡
ス
、

（
句
読
点
お
よ
び
傍
線
は
筆
者
、
以
下
同
）

ち
よ
う
れ
い
し

志
田
運
平
は
、
吊
禮
使
の
封
進
役
（
８
）
と
し
て
享
保
五
年
（
一
七

二
〇
）
倭
館
へ
派
遣
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
直
面
し
た
の
が
多
種
多

様
な
「
音
物
用
之
品
」
を
調
達
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
右
の
史
料

に
よ
れ
ば
、
音
物
は
「
御
定
り
之
通
」（
藩
の
規
定
額
）
で
は
足

ら
ず
、「
細
物
屋
」
か
ら
借
用
し
て
（
儀
礼
用
）
返
物
を
済
ま
し

た
と
あ
る
。
こ
の
と
き
細
物
屋
か
ら
の
借
用
分
（
銀
二
百
目
）
が

未
払
状
態
に
あ
り
、
そ
の
返
済
を
藩
へ
依
頼
し
た
の
が
こ
の
書
付

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
、
あ
る
い
は
文
中
の
「
音
物
用
細

物
」
の
語
句
か
ら
も
、
朝
鮮
側
へ
渡
さ
れ
る
音
物
（
遣
物
）
も
ま

史

学

第
七
九
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号
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た
細
物
の
総
称
名
で
倭
館
へ
搬
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

と
こ
ろ
で
「
音
物
用
之
品
御
定
り
之
通
」
と
あ
る
よ
う
に
、
音

物
用
細
物
代
は
役
職
や
派
遣
者
ご
と
に
額
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

志
田
運
平
が
倭
館
へ
派
遣
さ
れ
た
頃
の
定
額
は
、
表
３
に
示
し
た

よ
う
に
館
守
以
下
一
〇
種
の
派
遣
者
に
つ
い
て
の
み
判
明
す
る
。

こ
の
う
ち
裁
判
の
細
物
代
定
額
七
五
〇
匁
は
、
享
保
五
年
（
一
七

二
〇
）
訳
官
迎
送
裁
判
と
な
っ
た
三
浦
酒
之
允
が
渡
航
前
に
「
近

年
諸
物
高
直
」
を
藩
へ
訴
え
、
こ
れ
ま
で
の
定
額
五
〇
〇
匁
に
二

五
〇
匁
を
加
え
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
９
）
。
し
か
し
こ

れ
も
翌
年
の
享
保
六
年
六
月
に
減
額
さ
れ
て
六
〇
〇
匁
に
な
る
な

ど
（
１０
）、
定
額
は
時
期
に
よ
っ
て
か
な
り
激
し
く
変
動
し
て
い
る
。
表

３
の
う
ち
、
通
詞
は
各
個
人
の
数
字
で
、
定
額
は
派
遣
人
数
に
よ

っ
て
異
な
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
し
、
東
向

寺
僧
ま
で
を
合
計
す
る
と
銀
七
貫
三
二
三
匁
余
（
金
一
二
二
両
）

に
も
な
る
。
こ
の
数
値
は
倭
館
役
員
の
一
部
の
合
計
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
全
員
の
細
物
代
定
額
は
相
当
な
額
に
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
も
実
際
に
は
こ
の
定
額
だ
け
で
は
不
足
し
、
請
負
屋
か
ら

の
借
金
や
役
員
の
自
己
負
担
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
た
と
え
ば
表
３
に
よ
る
と
、
参
判
使

（
臨
時
使
節
の
総
称
）
の
定
額
は
正
官
が
一
貫
五
〇
〇
匁
、
都
船

主
（
荷
物
掛
）
が
三
〇
〇
匁
で
合
計
一
貫
八
〇
〇
匁
に
な

る
。
志
田
は
こ
の
額
で
も
不
足
し
、
細
物
屋
か
ら
二
〇
〇

匁
を
借
用
し
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
と
き
の
吊
禮
使
の
音

物
用
細
物
代
は
二
貫
目
に
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
お

そ
ら
く
倭
館
役
員
が
実
際
に
支
払
っ
た
音
物
用
細
物
代
は
、

表
３
の
合
計
額
の
数
倍
に
達
す
る
と
み
ら
れ
、
こ
の
こ
と

か
ら
も
倭
館
に
お
け
る
音
物
の
市
場
規
模
が
い
か
に
大
き

か
っ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

註（
１
）
韓
国
・
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
。

表３ 音物用細物代定額 享保６年（１７２１）
（銀額）

定 額

１貫５００匁

３００匁

１貫５００匁

７５０匁

１貫３００匁

８００匁

４００匁

３００匁

４７３匁６分

（各３００匁）

７貫３２３匁６分

＊印判役。判掌官として人参値下げ交渉のため
渡航。宗家文書『類聚書抜』十二、細物代并
細物御免、享保６年６月条（長崎県立対馬歴
史民俗資料館所蔵）より作成。

役 職

参判使正官

参判使都船主

館 守

裁 判

＊俵四郎左衛門

別一代官

二代官

町手代

東向寺

通 詞

合計（通詞を除く）

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

七
（

七

）



第
二
章

細
物
請
負
屋
の
創
設
と
活
動
内
容

請
負
屋
の
活
動
が
整
備
さ
れ
る
以
前
、
輸
出
品
の
調
達
・
輸
送

は
担
当
部
署
ご
と
に
行
う
慣
例
に
な
っ
て
い
た
。
寛
文
三
年
（
一

六
六
三
）
役
人
の
職
掌
を
規
定
し
た
『
御
留
守
中
諸
役
目
被
仰
付

候
榴
（
１
）
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
前
略
）

（
２
）
対
馬
藩
の
大
通
詞
・
小
田
幾
五
郎
が
書
い
た
『
通
訳
酬
�
』
十
一

酒
礼
之
部
（
韓
国
・
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
）
に
、
倭
館
見
物
に
訪

れ
た
両
班
の
一
人
が
饗
応
の
席
に
据
え
ら
れ
た
風
爐
鍋
（
七
輪
）
を

所
望
し
、
朝
鮮
訳
官
が
「
此
品
は
売
用
候
故
、
拙
者
よ
り
可
進
候
」

と
答
え
る
場
面
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
工
芸
品
に
限
ら
ず
、
調
理
道

具
も
注
文
に
応
じ
て
販
売
さ
れ
、
訳
官
が
そ
の
仲
介
に
あ
た
っ
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
。

（
３
）
中
世
日
朝
貿
易
の
輸
出
品
を
み
る
と
、
畿
内
生
産
力
を
背
景
に
し

た
国
内
工
芸
品
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
品
目
な
ど
詳
細
は
、
田
村

洋
幸
『
中
世
日
朝
貿
易
の
研
究
』（
三
和
書
房
、
一
九
六
七
年
）
四
二

二
〜
四
二
七
頁
を
参
照
。

（
４
）
宗
家
文
書
『
諸
請
負
御
免
控
』
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館

所
蔵
。
本
史
料
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
章
参
照
。

（
５
）
近
世
初
期
〜
中
期
の
封
進
（
初
期
は
進
上
）
の
品
目
・
定
額
は
、

田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
一

年
）
六
一
頁
、
八
〇
頁
を
参
照
。
な
お
日
本
の
細
物
名
を
朝
鮮
側
の

史
料
（『
通
文
館
志
』『
増
正
交
隣
志
』
な
ど
）
か
ら
読
み
取
る
に
は
、

以
下
の
よ
う
に
漢
字
を
置
き
換
え
る
必
要
が
あ
る
。

蒔
絵
�
彩
画

伊
万
里
染
付
�
華

徳
利
�
瓶

箱
�
匳

京
焼
�
白
手

天
目
�
甫
兒

ら
う
竹
�
竿
竹

鉢
�
貼
匙

（
６
）
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）〜
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
の
期
間
は

商
売
掛
（
元
方
役
）
が
記
録
し
た
私
貿
易
帳
簿
『
御
商
売
御
利
潤
并

御
銀
鉄
物
渡
并
御
代
物
朝
鮮
よ
り
出
高
積
立
之
覚
書
』（
宗
家
文
書
、

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
か
ら
細
物
名
を
抽
出
し
、
享
保
期
（
一
七

一
六
〜
一
七
三
五
）
に
つ
い
て
は
『
古
川
家
覚
書
』（
九
州
大
学
文
学

部
所
蔵
）
の
「
細
物

商
売
物
」
の
項
目
を
参
照
し
た
。

（
７
）
宗
家
文
書
『
類
聚
書
抜
』
十
二
、
細
物
代
并
細
物
御
免
（
長
崎
県

立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。

（
８
）
吊
禮
使
は
朝
鮮
国
王
の
家
族
の
逝
去
に
応
じ
て
、
弔
意
を
表
す
た

め
に
対
馬
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
る
臨
時
使
節
の
こ
と
。
朝
鮮
で
は
小
差

倭
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
封
進
役
は
定
例
の
封
進
物
（
国
王
へ
の
献
上

品
）
や
使
節
に
伴
う
外
交
儀
礼
の
音
信
物
を
揃
え
る
役
。

（
９
）
宗
家
文
書
『
裁
判
記
録
』
三
浦
酒
之
允
、
壱
、
享
保
五
年
八
月
二

十
一
日
条
（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）。

（
１０
）
前
掲
註（
７
）宗
家
文
書
『
類
聚
書
抜
』
十
二
、
細
物
代
并
細
物
御

免
、
享
保
六
年
六
月
四
日
条
。
な
お
こ
の
と
き
参
判
使
正
官
・
館

守
・
俵
四
郎
左
衛
門
・
別
一
代
官
の
細
物
代
定
額
が
、
次
の
よ
う
に

減
額
さ
れ
て
い
る
。

参
判
使
正
官

一
貫
五
〇
〇
目
↓
三
〇
〇
目

館

守

一
貫
五
〇
〇
目
↓
三
〇
〇
目

俵
四
郎
左
衛
門

一
貫
三
〇
〇
目
↓
一
〇
〇
目

別
一
代
官

八
〇
〇
目
↓
五
〇
〇
目

史
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犬
束

利
左
衛
門

高
本

才
兵
衛

田
中

十
郎
左
衛
門

右
ハ
送
使
懸
り
、
但
封
進
物
・
同
遣
物
・
其
外
商
売
物
、
手

前
在
な
し
の
儀
ヲ
兼
日
勘
定
之
者
方
へ
申
聞
相
調
手
つ
か
へ

無
之
、
尤
勘
定
之
者
下
知
ヲ
請
万
事
念
入
差
引
可
致
事
、

扇

傳
左
衛
門

橘

三
郎
左
衛
門

山
田

兵
左
衛
門

田
中

近
左
衛
門

右
ハ
斤
定
蔵
懸
り
、
斤
定
蔵
之
儀
ハ
小
間
物
・
諸
色
取
あ
つ

か
い
候
、
是
又
勘
定
之
者
下
知
を
請
念
入
差
引
可
仕
事
、

こ
の
よ
う
に
、
官
営
貿
易
（
封
進
・
公
貿
易
）
を
担
当
す
る
送
使

懸
り
（
送
使
方
）
は
封
進
物
・
遣
物
・
商
売
物
（
こ
の
場
合
は
公

貿
易
品
）
を
扱
い
、
ま
た
勘
定
方
の
斤
定
蔵
役
人
は
小
間
物
・
諸

色
を
扱
う
と
い
う
、
役
職
ご
と
の
調
達
方
式
が
と
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
し
か
し
し
だ
い
に
日
朝
貿
易
（
特
に
私
貿
易
）
の

取
引
量
が
増
加
し
、
貿
易
品
の
種
類
も
か
な
り
多
岐
に
亘
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
品
目
に
よ
っ
て
は
認
可
さ
れ
た
専
任
業
者

（
請
負
屋
）
に
調
達
・
輸
送
、
あ
る
い
は
販
売
ま
で
も
委
託
す
る

こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

細
物
請
負
屋
の
創
設
と
活
動
内
容
に
つ
い
て
、
元
禄
六
年
（
一

六
九
三
）
に
作
成
さ
れ
た
宗
家
文
書
『
諸
請
負
御
免
控
（
２
）
』
の
「
細

物
請
負
」
の
項
に
、
次
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

１

細
物
請
負

田
中
六
右
衛
門

阿
比
留
武
兵
衛

久
井
伊
左
衛
門

２
一
、
細
物
之
義
、
御
商
売
物
之
外
甲
子
年
よ
り
依
願
請
負
被
仰

付
候
事
、

３
一
、
細
物
朝
鮮
へ
差
渡
候
節
、
買
本
銀
拾
貫
目
ニ
付
御
運
上
銀

五
百
目
宛
於
朝
鮮
表
御
商
売
掛
方
へ
三
ケ
年
目
ニ
売
込
銀
ヲ

以
上
納
可
仕
候
事
、

４
一
、
細
物
朝
鮮
へ
売
渡
候
代
之
義
ハ
、
壱
ケ
年
ニ
五
拾
貫
目
宛

御
商
売
掛
方
へ
売
込
可
仕
候
、
其
代
銀
ハ
上
方
於
御
国
可
被

成
下
事
、

５
一
、
御
送
使
遣
用
細
物
之
義
、
朝
鮮
人
売
直
段
ニ
し
て
御
代
官

方
へ
相
渡
、
為
其
代
御
代
官
方
よ
り
公
木
壱
束
ニ
付
代
物
銀

六
百
目
宛
ニ
し
て
可
被
相
請
取
候
、
其
公
木
御
国
へ
差
渡
候

御
運
上
壱
束
ニ
付
銀
弐
拾
五
匁
宛
於
御
国
上
納
可
仕
事
、

６
一
、
紬
壱
疋
ニ
付

御
運
上
銀
五
匁
弐
分
宛

一
、
煎
紬
壱
疋
ニ
付

御
運
上
銀
三
匁
宛

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

九
（

九

）



一
、
黄
糸
壱
斤
ニ
付

御
運
上
銀
五
匁
宛

一
、
真
綿
子
壱
斤
ニ
付

御
運
上
銀
二
匁
七
分
宛

右
之
通
被
仰
付
候
間
、
御
運
上
銀
ハ
翌
年
於
朝
鮮
表
売
込

銀
ヲ
以
御
商
売
掛
方
へ
上
納
可
仕
事
、

７
一
、
右
之
品
々
御
国
渡
仕
候
節
ハ
、
於
市
場
御
横
目
見
分
ニ
て

致
荷
揃
御
印
判
請
、
御
送
使
方
へ
送
り
渡
シ
可
被
相
請
取
候
、

尤
御
用
之
分
ハ
何
程
ニ
て
も
売
上
可
申
事
、

８
一
、
銅
五
拾
丸

一
、
鑞
四
拾
丸

一
、
鍮
鉐
五
拾
丸

一
、
丹
木
拾
丸

一
、
胡
椒
拾
丸

右
ハ
紬
・
黄
糸
・
真
綿
子
調
方
ニ
御
商
売
掛
方
よ
り
壱
ケ

年
ニ
如
此
宛
朝
鮮
人
へ
売
直
段
ニ
し
て
買
請
取
、
価
ハ
糸

端
物
ヲ
以
上
納
可
仕
事
、

（
文
頭
数
字
は
筆
者
）

各
項
目
の
番
号
順
に
内
容
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

１
構
成
員

２
創
設
年
代

３
〜
５
細
物
の
倭
館
搬
入
規
程

６
〜
８
細
物
請
負
屋
の
御
免
物
貿
易

こ
れ
ら
の
項
目
に
し
た
が
っ
て
、
次
に
詳
し
く
細
物
請
負
屋
の
活

動
を
検
討
し
て
み
る
。

①
創
設
と
構
成
員

細
物
請
負
屋
の
創
設
に
関
わ
る
こ
と
は
、
項
目
２
に
記
述
さ
れ

て
い
る
。
創
設
年
は
「
甲
子
年
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
貞
享

元
年
（
一
六
八
四
）
の
こ
と
で
、
そ
の
前
年
に
設
置
さ
れ
た
私
貿

易
担
当
官
の
商
売
掛
（
元
禄
九
年
元
方
役
と
改
名
（
３
）
）
が
活
動
を
開

始
し
た
年
に
当
た
る
。
そ
れ
も
「
依
願
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
細

物
請
負
屋
が
商
人
側
か
ら
の
要
望
で
組
織
さ
れ
、
ま
た
細
物
の
定

義
を
「
御
商
売
物
（
私
貿
易
品
）
之
外
」
と
し
て
、
商
売
掛
の
扱

う
商
品
と
区
別
し
て
調
達
・
倭
館
輸
送
・
販
売
を
開
始
し
た
こ
と

が
分
か
る
。

た
だ
し
細
物
請
負
屋
の
活
動
が
商
売
掛
と
密
接
に
関
係
（
４
）
し
て
い

る
こ
と
は
、
項
目
１
の
構
成
人
員
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

こ
に
書
き
出
さ
れ
た
三
名
の
商
人
の
う
ち
、
阿
比
留
武
兵
衛
が
元

禄
八
年
（
一
六
九
五
）
二
月
、
久
井
伊
左
衛
門
が
元
禄
九
年
（
一

六
九
六
）
十
二
月
に
、
相
次
い
で
藩
の
商
売
掛
に
登
用
さ
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
か
れ
ら
の
後
任
と
し
て
細
物
請
負
屋
と
な
っ
た
大
束

清
右
衛
門
も
、
商
売
掛
を
改
名
し
た
元
方
役
に
元
禄
十
六
年
（
一

七
〇
三
）
四
月
に
就
任
し
て
い
る
（
５
）
。
こ
の
阿
比
留
武
兵
衛
・
久
井

伊
左
衛
門
・
大
束
清
右
衛
門
は
、
い
ず
れ
も
対
馬
の
特
権
商
人

「
六
十
人
」
の
な
か
で
名
門
と
さ
れ
る
橋
辺
家
の
姻
戚
関
係
に
あ

る
（
６
）。
こ
の
う
ち
特
に
久
井
伊
左
衛
門
は
、
細
物
請
負
屋
時
代
か
ら

『（
倭
館
）
毎
日
記
』
に
頻
繁
に
登
場
し
、
時
に
人
参
の
密
貿
易
を

め
ぐ
っ
て
訳
官
と
倭
館
館
守
・
商
売
掛
の
間
で
の
微
妙
な
交
渉
に

あ
た
る
な
ど
、
単
な
る
請
負
屋
の
活
動
に
と
ど
ま
ら
な
い
重
要
な

史
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役
割
を
担
っ
て
い
る
（
７
）
。
元
方
役
へ
の
就
任
直
後
に
起
き
た
元
禄
銀

の
輸
出
問
題
（
後
述
）
に
お
い
て
は
、
交
渉
官
と
な
っ
た
橋
辺
判

五
郎
（
元
方
役
）
を
補
佐
し
て
事
実
上
の
実
務
担
当
役
と
し
て
活

躍
し
て
い
る
（
８
）
。
ま
た
あ
る
い
は
本
稿
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
元
方

役
の
立
場
に
あ
っ
て
細
物
請
負
屋
と
連
動
し
て
私
貿
易
運
営
に
あ

た
る
な
ど
、
久
井
伊
左
衛
門
の
活
動
内
容
か
ら
逆
に
商
売
掛
（
元

方
役
）
と
細
物
請
負
屋
の
相
互
補
完
的
な
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。

唯
一
、
商
売
掛
に
登
用
さ
れ
な
か
っ
た
田
中
六
右
衛
門
は
、
対

馬
府
中
で
質
屋
を
営
業
し
て
お
り
（
９
）
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
二

名
の
商
人
と
連
名
で
銀
三
〇
〇
目
を
藩
主
へ
献
金
（
１０
）
す
る
な
ど
、
資

本
力
を
備
え
た
有
力
富
裕
商
人
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
宝

永
期
（
一
七
〇
〇
年
代
）
に
も
細
物
請
負
屋
の
一
人
と
し
て
活
動

が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
細
物
請
負

屋
は
権
藤
元
之
助
・
多
田
伊
兵
衛
・
橋
辺
市
郎
兵
衛
・
脇
田
判
助

を
加
え
た
五
人
体
制
に
な
っ
て
い
る
（
１１
）
。
倭
館
へ
の
渡
航
札
（
許
可

証
）
は
、
こ
の
五
名
へ
発
行
さ
れ
た
本
札
以
外
に
加
札
五
枚
が
発

行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
細
物
請
負
屋
は
総
勢
一

〇
人
の
商
人
団
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
１２
）
。
こ
の
加
札
は
、

さ
ら
に
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
な
る
と
一
枚
増
加
さ
れ
て
六

枚
と
な
っ
て
お
り
（
１３
）
、
構
成
人
員
は
数
あ
る
請
負
屋
の
な
か
で
突
出

し
て
い
る
。
創
設
時
の
細
物
請
負
屋
の
加
札
数
は
不
明
だ
が
、
恐

ら
く
本
札
と
同
じ
三
枚
か
そ
れ
以
上
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。

細
物
請
負
屋
の
構
成
員
の
性
格
、
あ
る
い
は
そ
の
人
数
の
点
か
ら

み
て
、
あ
た
か
も
商
売
掛
の
活
動
を
下
支
え
す
る
商
人
グ
ル
ー
プ

が
、
時
期
を
同
じ
く
し
て
組
織
さ
れ
、
活
動
を
開
始
し
た
感
が
あ

る
。

②
細
物
の
倭
館
搬
入
規
程

細
物
請
負
人
が
物
品
を
倭
館
に
搬
入
す
る
時
の
規
程
が
、
項
目

３
〜
５
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
項
目
３
は
、
細
物
の
運
上

銀
（
税
）
に
関
す
る
項
目
で
あ
る
。
買
本
銀
（
仕
入
値
）
一
〇
貫

目
に
つ
き
五
〇
〇
目
（
税
率
五
％
）
と
し
、
納
期
は
三
年
後
に
倭

館
に
お
い
て
商
売
掛
へ
の
売
込
銀
の
中
か
ら
上
納
す
る
と
さ
れ
て

い
る
。「
細
物
朝
鮮
へ
差
渡
候
節
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
税

率
は
倭
館
へ
輸
送
さ
れ
る
総
て
の
細
物
（
住
民
日
用
・
貿
易
用
・

音
物
用
）
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

項
目
４
は
私
貿
易
輸
出
用
の
細
物
に
関
す
る
こ
と
で
、
細
物
請

負
屋
は
年
間
五
〇
貫
目
を
限
度
に
商
売
掛
へ
売
り
込
む
こ
と
が
で

き
る
と
し
、
そ
の
売
込
銀
は
上
方
か
対
馬
国
元
の
い
ず
れ
か
で
細

物
屋
へ
支
払
う
規
程
で
あ
る
。
こ
れ
ら
売
上
代
銀
と
細
物
の
倭
館

搬
入
に
か
か
わ
る
納
税
代
銀
の
両
方
が
、
商
売
掛
の
会
計
に
組
み

込
ま
れ
て
決
済
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
先
述
し
た

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

一
一
（
一
一
）



商
売
掛
と
連
動
し
た
活
動
が
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
。

項
目
５
の
「
御
送
使
遣
用
細
物
」
と
は
、
送
使
方
が
扱
う
細
物
、

す
な
わ
ち
封
進
物
や
音
物
用
の
細
物
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
総

て
代
官
方
へ
納
入
し
、
代
価
は
朝
鮮
人
売
値
段
（
輸
出
価
格
）
で

計
算
し
て
公
木
（
朝
鮮
木
綿
）
を
一
束
に
つ
き
銀
六
〇
〇
目
の
割

で
代
官
方
か
ら
支
払
わ
れ
る
。
こ
の
公
木
を
国
内
販
売
す
る
と
き

は
、
運
上
と
し
て
一
束
に
つ
き
銀
二
五
匁
を
対
馬
国
元
で
上
納
す

る
（
税
率
四
・
一
％
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
音
物
な
ど
の
細
物

は
総
て
代
官
方
に
集
約
さ
れ
、
代
価
を
公
木
で
支
払
わ
れ
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
公
木
を
細
物
請
負
屋
が
国

内
へ
持
ち
込
ん
で
販
売
で
き
た
こ
と
な
ど
、
公
木
の
輸
入
・
販
売

を
通
じ
て
細
物
請
負
屋
が
日
本
お
よ
び
朝
鮮
の
木
綿
市
場
に
深
く

か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
代
官
方
が
指
定
し

た
公
木
一
束
�
銀
六
〇
〇
目
の
交
換
率
は
、
当
時
の
倭
館
相
場

（
公
木
一
束
�
銀
五
六
〇
目
（
１４
）
）
よ
り
も
割
高
で
あ
り
、
こ
の
時
点

で
は
藩
側
に
有
利
な
価
格
設
定
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

③
御
免
物
貿
易
（
個
人
貿
易
）

細
物
請
負
屋
は
、
細
物
の
倭
館
搬
入
に
か
か
わ
る
委
託
業
者
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
請
負
屋
と
し
て
の
特
権
と
も
い
う
べ
き
「
御
免

物
貿
易
」
の
認
可
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ

の
御
免
物
貿
易
の
う
ち
、
項
目
６
・
７
は
輸
入
業
務
、
８
は
輸
出

業
務
に
か
か
わ
る
規
程
で
あ
る
。

ま
ず
項
目
６
に
よ
る
と
、
細
物
請
負
屋
が
輸
入
・
販
売
を
認
可

さ
れ
た
品
目
と
は
、
紬
・
煎
紬
・
黄
糸
・
真
綿
子
の
四
品
目
で
、

品
目
毎
に
課
税
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。「
御
運
上
銀
ハ
翌
年
於

朝
鮮
表
売
込
銀
ヲ
以
御
商
売
掛
方
へ
上
納
可
仕
事
」
と
あ
り
、
こ

こ
で
も
私
貿
易
用
細
物
の
売
込
代
銀
の
な
か
か
ら
翌
年
に
支
払
う

よ
う
指
示
さ
れ
て
お
り
、
商
売
掛
の
活
動
と
の
連
動
が
確
認
で
き

る
。
項
目
７
は
、
こ
れ
ら
輸
入
品
の
輸
送
に
か
か
わ
る
項
目
で
、

倭
館
か
ら
発
送
す
る
と
き
は
横
目
立
会
い
の
も
と
で
印
判
を
つ
き
、

書
類
は
送
使
方
へ
送
る
よ
う
に
と
あ
る
。「
御
用
之
分
ハ
何
程
ニ

て
も
売
上
可
申
事
」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
四
品
目
の
輸
入
量
に

特
に
制
限
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

項
目
８
は
、
輸
入
品
を
入
手
す
る
た
め
の
輸
出
対
価
品
（
元

方
（
１５
））
の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
細
物
請
負
屋
に
認
可
さ

れ
た
元
方
は
銅
・
鑞
・
鍮
鉐
・
丹
木
・
胡
椒
の
五
品
目
で
、
そ
れ

ぞ
れ
に
定
額
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
一
丸
�
五
〇
斤
で
あ
る
か
ら
、

単
位
を
斤
に
直
す
と

銅
二
五
〇
〇
斤
、
鑞
二
〇
〇
〇
斤
、
鍮
鉐
二
五
〇
〇
斤

丹
木
五
〇
〇
斤
、
胡
椒
五
〇
〇
斤
、

と
な
る
。
い
ず
れ
も
私
貿
易
専
売
品
で
あ
る
た
め
、
細
物
請
負
屋

は
こ
れ
を
商
売
掛
か
ら
「
朝
鮮
人
へ
売
直
段
」（
輸
出
価
格
）
で

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

一
二
（
一
二
）



購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
輸
出
価
格
（
１６
）
を
右
の
定
額
に
か
け
て

合
計
す
る
と
二
四
貫
二
六
五
匁
に
な
り
、
こ
れ
が
細
物
請
負
屋
に

よ
る
御
免
物
貿
易
の
規
模
（
い
わ
ゆ
る
元
方
銀
額
）
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
額
は
、
他
の
請
負
屋
の
平
均
値
（
五
貫
目
か

ら
六
貫
目
）
に
比
較
し
て
突
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に

旧
稿
（
１７
）
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
通
常
、
請
負
屋
は
元
方
銀
の
返
済
を
対
馬
国
元
に
お

い
て
現
銀
で
商
売
掛
へ
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し

項
目
８
に
「
価
ハ
糸
端
物
ヲ
以
上
納
可
仕
事
」
と
あ
り
、
細
物
請

負
屋
に
限
っ
て
多
額
な
元
方
代
価
を
中
国
産
の
白
糸
（
上
質
生

糸
）
と
反
物
（
絹
織
物
）
で
上
納
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

白
糸
・
絹
織
物
は
、
私
貿
易
輸
入
品
の
な
か
で
最
大
の
利
潤
を
生

む
商
品
で
あ
り
、
開
市
で
は
現
銀
で
し
か
入
手
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
（
１８
）
。
つ
ま
り
細
物
請
負
屋
は
、
銅
・
鑞
な
ど
元
方
五
品
目
を
商

売
掛
か
ら
借
用
す
る
代
わ
り
に
、
元
方
代
銀
に
相
当
す
る
現
銀
を

開
市
へ
持
込
み
、
白
糸
・
絹
織
物
を
商
売
掛
へ
納
入
す
る
こ
と
を

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
細
物
請
負

屋
が
単
に
私
貿
易
用
細
物
の
納
入
や
運
上
銀
の
決
済
だ
け
で
な
く
、

白
糸
・
絹
織
物
供
給
と
い
う
商
売
掛
の
業
務
の
中
で
も
極
め
て
重

要
な
輸
入
品
の
納
入
役
を
務
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
、
創
設
年
代
・
構
成
商
人
・
請
負
規
程
・
御
免
物
貿
易
の

い
ず
れ
を
み
て
も
、
細
物
請
負
屋
は
い
わ
ば
商
売
掛
の
下
請
負
的

な
存
在
と
し
て
活
動
を
開
始
し
た
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
。

註（
１
）（
２
）
宗
家
文
書
、
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
。

（
３
）
田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
一

九
八
一
年
）
二
三
二
〜
二
三
四
頁
。

（
４
）
商
売
掛
と
細
物
請
負
屋
が
セ
ッ
ト
で
活
動
を
開
始
し
た
こ
と
は
、

「
賀
島
兵
介
言
上
書
」（『
日
本
経
済
叢
書
』
巻
二
六
、
三
四
〜
三
五

頁
）
の
次
の
記
事
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
前
略
）
以
前
御
代
官
勤
候
御
商
売
を
、
御
商
売
掛
に
被
仰
付
、

只
今
御
商
売
掛
に
付
渡
候
者
、
御
送
使
之
僉
官
に
付
渡
候
者
、

其
外
在
館
之
者
共
御
商
売
之
格
違
ひ
、
御
商
売
掛
よ
り
御
代
官

等
買
掛
り
候
事
も
不
成
、
小
間
物
請
な
ひ
被
仰
付
、
以
前
御
免

之
小
間
物
持
渡
候
事
も
不
成
…
…

「
請
な
ひ
（
内
）」
と
は
、
請
負
屋
の
こ
と
で
あ
る
。
私
貿
易
が
商

売
掛
の
専
管
に
な
っ
た
の
と
同
様
、
小
間
物
請
負
と
い
う
新
た
な

専
業
者
の
出
現
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
広
く
認
可
さ
れ
て
い
た
御
免

物
と
し
て
の
小
間
物
輸
出
が
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。

（
５
）
阿
比
留
武
兵
衛
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
十
一
月
ま
で
、

久
井
伊
左
衛
門
は
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
ま
で
、
大
束
清
右
衛

門
は
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
八
月
の
元
方
役
廃
止
ま
で
の
勤
務

と
な
っ
て
い
る
。
詳
細
は
、
前
掲
註（
４
）田
代
和
生
『
近
世
日
朝

通
交
貿
易
史
の
研
究
』
二
三
五
頁
収
録
の
元
方
役
就
任
一
覧
を
参

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

一
三
（
一
三
）



第
三
章

私
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

細
物
請
負
屋
は
、
商
売
掛
（
元
方
役
）
の
下
請
的
役
割
を
担
っ

た
特
殊
な
委
託
業
者
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
他
の
請

負
屋
に
は
み
ら
れ
な
い
、
か
な
り
の
特
典
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
と
こ
ろ
が
創
設
か
ら
三
年
目
に
あ
た
る
貞
享
四
年
（
一

六
八
七
）、
商
売
掛
か
ら
の
要
望
と
し
て
細
物
商
売
を
対
馬
府
中

の
全
商
人
が
関
与
で
き
る
「
町
中
請
負
」
に
転
換
し
て
は
ど
う
か

と
い
う
案
が
浮
上
し
た
。
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
八
月
十
五
日

照
。

（
６
）
前
掲
註（
４
）田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
二

三
六
頁
。

（
７
）
久
井
伊
左
衛
門
に
つ
い
て
の
記
事
は
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
頻

繁
に
通
詞
を
引
き
受
け
た
り
、
倭
館
で
は
部
屋
住
い
か
ら
空
き
地

に
家
を
建
て
る
許
可
を
得
る
な
ど
、
精
力
的
な
活
動
を
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
宗
家
文
書
『（
倭
館
）
毎
日
記
』（
国
立
国
会
図

書
館
所
蔵
）
元
禄
元
年
九
月
三
日
、
十
月
十
九
日
、
十
一
月
十
七

日
、
元
禄
三
年
四
月
二
十
三
日
、
元
禄
九
年
九
月
十
五
日
条
を
参

照
。

（
８
）
宗
家
文
書
『
元
字
標
銀
記
録
』（
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資

料
館
所
蔵
）
に
よ
る
と
、
元
禄
銀
二
割
七
分
増
歩
の
約
定
を
訓

導
・
別
差
と
交
わ
し
た
時
の
書
類
に
、
日
本
側
交
渉
官
と
し
て

「
久
井
伊
左
衛
門
・
橋
辺
判
五
郎
・
有
田
五
兵
衛
」
と
あ
る
。

（
９
）
宗
家
文
書
『
諸
運
上
・
諸
請
負
・
諸
商
買
・
銭
相
場
』（
長
崎

県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。

（
１０
）
宗
家
文
書
『
町
人
江
年
寄
中
よ
り
墨
附
之
控
』（
長
崎
県
立
対

馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
、
記
録
類
�
、
３２
町
関
係
）。

（
１１
）
田
代
和
生
「
元
禄
期
倭
館
請
負
屋
と
御
免
物
貿
易
」『
史
学
』

七
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
頁
収
録
、
倭
館
請
負
屋
名
と
請

負
人
名
を
参
照
。

（
１２
）
宗
家
文
書
『
分
類
紀
事
大
綱
』
附
録
２
（
国
立
国
会
図
書
館
所

蔵
）。

（
１３
）
宗
家
文
書
『
類
聚
書
抜
』
十
、
元
文
四
年
五
月
四
日
条
（
長
崎

県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。

（
１４
）
前
掲
註（
３
）田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
二

七
七
頁
。

（
１５
）
「
元
方
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
１１
）田
代
和
生
「
元
禄
期
倭

館
請
負
屋
と
御
免
物
貿
易
」
一
八
〜
二
一
頁
参
照
。

（
１６
）
輸
出
価
格
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
一
〇
〇
斤
に
つ

き
）。銅

一
七
〇
匁

鑞
五
三
〇
匁

鍮
鉐
三
〇
〇
匁

丹
木
一
三
三
匁

胡
椒
二
五
〇
匁

宗
家
文
書
『
御
商
売
御
利
潤
并
御
銀
鉄
物
并
御
代
物
朝
鮮
よ

り
出
高
積
立
之
覚
書
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）

（
１７
）
前
掲
註（
１１
）田
代
和
生
「
元
禄
期
倭
館
請
負
屋
と
御
免
物
貿

易
」
二
七
頁
。

（
１８
）
田
代
和
生
「
一
七
・
一
八
世
紀
東
ア
ジ
ア
域
内
交
易
に
お
け
る

日
本
銀
」（
浜
下
武
志
・
川
勝
平
太
『
ア
ジ
ア
交
易
圏
と
日
本
工
業

化
（
新
版
）』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
七
〜
一
四
八
頁
。

史
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の
書
状
控
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
１
）
。

朝
鮮
表
小
間
物
請
内
之
儀
、
如
御
存
旧
冬
御
商
売
掛
方
よ
り

申
出
候
者
、
町
中
へ
被
仰
付
ニ
者
諸
人
之
営
ニ
も
可
罷
成
哉

と
奉
存
候
、
若
右
之
通
被
仰
付
ニ
者
小
間
物
支
配
之
統
領
人

御
国
・
朝
鮮
へ
召
置
為
致
差
引
候
者
両
関
所
御
改
に
も
紛
敷

儀
御
座
有
間
敷
由
書
付
を
以
申
出
候
ニ
付
、
其
砌
何
も
申
談
、

諸
人
之
為
ニ
罷
成
候
へ
者
一
段
之
儀
ニ
存
町
中
へ
被
仰
付
候
、

依
之
統
領
之
仁
町
中
吟
味
仕
其
外
存
寄
も
候
ハ
ヽ
申
出
候
様

ニ
と
年
行
司
へ
申
付
候
、
然
處
年
行
司
よ
り
勘
定
所
へ
申
出

候
者
町
中
再
三
寄
合
仕
、
色
々
申
談
候
得
共
御
理
申
上
候
、

勘
定
衆
へ
申
談
右
よ
り
請
負
候
者
中
へ
最
前
之
通
申
付
け
候
、

こ
れ
に
よ
る
と
商
売
掛
の
提
案
は
、
細
物
を
町
中
請
負
に
す
れ
ば

諸
人
の
利
益
に
も
な
り
、
彼
ら
を
束
ね
る
「
小
間
物
支
配
之
統
領

人
」
を
国
元
と
倭
館
に
置
い
て
差
引
を
担
当
さ
せ
れ
ば
関
所
改
め

も
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
筈
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
持
ち
込
ま

れ
た
町
側
で
再
三
に
わ
た
っ
て
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
年
行
司
を

こ
と
わ
り

通
じ
て
「
御
理
」
と
い
う
結
論
を
伝
え
て
き
た
。
こ
の
た
め
、

細
物
商
売
は
従
来
通
り
請
負
屋
へ
の
委
託
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
。
右
の
文
面
を
み
る
限
り
、
創
設
当
初
の
細
物
業

は
一
般
商
人
の
間
で
さ
ほ
ど
旨
味
あ
る
業
種
と
は
認
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
実
際
に
、
倭
館
で
の
細
物
取
引
は
ど
の
程
度
の
レ
ベ
ル
で

行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
音
物
関
係
や
御
免
物
貿
易
に
関
わ

る
具
体
的
な
数
値
は
不
明
だ
が
、
商
売
掛
（
元
方
役
）
の
設
置
期

間
中
（
貞
享
元
年
〜
宝
永
七
年
）
に
記
録
さ
れ
た
帳
簿
（
２
）
が
現
存
す

る
こ
と
か
ら
、
私
貿
易
部
門
で
の
細
物
取
引
額
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ぎ
の
表
４
は
、
輸
出
項
目
の
中
か
ら
細
物
関

係
だ
け
を
抽
出
し
、
そ
の
輸
出
額
を
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
表

の
「
買
元
値
」
と
は
、
商
売
掛
が
細
物
を
輸
出
す
る
と
き
の
利
益

率
（
二
〇
％
（
３
）
）
か
ら
、
細
物
請
負
屋
の
仕
入
原
価
を
算
出
し
た
参

考
数
字
で
あ
る
。
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
細
物
請
負
屋

は
五
〇
貫
目
を
限
度
に
商
売
掛
へ
売
り
渡
す
よ
う
に
と
定
め
ら
れ

て
い
た
が
、
表
の
「
買
元
値
」
を
み
る
限
り
、
こ
の
限
度
枠
を
上

回
る
の
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
の
み
で
、
少
な
く
と
も
私
貿

易
で
の
細
物
集
荷
状
態
は
予
想
を
下
回
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

全
体
の
傾
向
を
輸
出
額
で
み
る
と
、
前
出
「
町
中
請
負
」
が
提

案
さ
れ
た
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
は
、
前
年
の
三
分
ノ
一
に
落

ち
込
ん
で
お
り
、
翌
元
禄
元
年
も
ほ
ぼ
同
額
の
輸
出
額
に
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
輸
出
は
順
調
に
回
復
し
、
元
禄
四
年

（
一
六
九
一
）
こ
の
時
期
と
し
て
は
最
高
額
の
八
八
貫
目
余
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
ピ
ー
ク
時
（
元
禄
四
年
）
に
お
け
る
細
物
の
品

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

一
五
（
一
五
）



目
と
数
量
を
表
５
に
示
し
た
。
こ
れ
を
み
る
と
、
細
物
輸
出
の
中

心
は
銀
山
煙
器
（
キ
セ
ル
）
と
黄
連
（
薬
種
）
で
、
こ
の
二
品
目

だ
け
で
細
物
輸
出
額
の
九
七
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
り
わ
け
煙
器
の
ほ
う
は
、
一
年
間
で
三
六
万
挺
（
銀
額
五
八
貫

目
余
）
と
い
う
驚
異
的
な
数
値
を

記
録
し
て
い
る
。
し
か
し
煙
器
の

輸
出
を
年
代
別
に
み
る
と
、
表
６
（
４
）

の
よ
う
に
翌
年
の
元
禄
五
年
（
一

六
九
二
）
と
同
六
年
に
そ
れ
ぞ
れ

一
〇
万
挺
に
激
減
し
、
そ
の
後
元

禄
七
年
（
一
六
九
四
）〜
宝
永
七

年
（
一
七
一
〇
）
は
輸
出
ゼ
ロ
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
元
禄
七

年
は
煙
器
に
代
え
て
黄
連
（
一
二

貫
目
余
）
と
小
間
物
色
々
（
一
五

貫
目
余
）、
そ
の
他
の
品
で
三
〇

貫
目
余
（
表
４
）
の
輸
出
額
を
確

保
で
き
た
が
、
元
禄
八
年
以
降
の

落
ち
込
み
は
ひ
ど
く
、
こ
れ
は
明

ら
か
に
煙
器
輸
出
の
中
断
が
一
因

に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
元
禄
期
後
半
の
貿
易
不
振
は
、
細
物
に
限
ら
ず
、
私

貿
易
全
体
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
実
施
さ
れ
た
幕
府
の
貨
幣
改
悪
が
、

私
貿
易
輸
出
の
中
枢
で
あ
っ
た
丁
銀
の
品
位
を
低
下
さ
せ
、
私
貿

表４ 私貿易における細物輸出額と買元値

＊買元値

１４貫０１３匁

３３貫１０４匁

２９貫２３２匁

１０貫９７９匁

１３貫６５１匁

４５貫１９６匁

２８貫６８４匁

７０貫８２２匁

２２貫８８０匁

１５貫０２７匁

２４貫５６５匁

０

６貫７２０匁

１１貫７９６匁

０

８００匁

０

＊買元値は、輸出額の２０％減で算出。匁以下切捨。
宗家文書『御商売御利潤并御銀鉄物渡并御代物朝鮮より出高積立之覚
書』（国立国会図書館所蔵）より作成

輸 出 額

１７貫５１６匁７分３厘

４１貫３８０匁

３６貫５４０匁

１３貫７２４匁

１７貫０６４匁

５６貫４９６匁

３５貫８５５匁４分

８８貫５２８匁３分

２８貫６００匁

１８貫７８４匁７分４厘

３０貫７０７匁８分５厘

０

８貫４００匁

１４貫７４５匁０分５厘

０

１貫０００匁

０

年 代

貞享元年（１６８４）

貞享２年

貞享３年

貞享４年

元禄元年

元禄２年

元禄３年（１６９０）

元禄４年

元禄５年

元禄６年

元禄７年

元禄８年（１６９５）

元禄９年

元禄１０年

元禄１１年～１３年（１７００）

元禄１４年

元禄１５年～宝永７年（１７１０）
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表５ 元禄４年（１６９１）私貿易における
細物輸出品と数量

輸 出 額

５８貫２４０匁
２８貫０９８匁

４２０匁
７１匁４分
５０９匁６分
７０匁
３６匁４分
４６２匁
８９匁１分８厘
１２５匁５分８厘
５４匁６分

合 計 ８８貫５２８匁３分

出典は表４に同じ

数 量

３６４，０００挺
６６９斤
１ツ
１９６匁
５３本
８本
５本
３つ
２部
２部
２部

品 目

銀山煙器
黄連
時計
沈香
小刀
紅梅
躑躅
見臺
類聚纂要
左傳
列仙傳

表６ 私貿易における刻多葉粉・銀山煙器輸出表

銀山煙器
挺

２７，３０７

８８，０００

０

３８，０００

３０，０００

５０，０００

１３６，０００

３６４，０００

１００，０００

１００，０００

０

０

０

０

出典は表４に同じ。

刻多葉粉
箱

９，０００

１９５，０００

２７０，０００

１９９，０００

１００，０００

２５０，０００

３４２，０００

３７０，０００

２３２，０００

１９３，０００

０

０

１６５，０００

４０，０００

貞享元年（１６８４）

貞享２年

貞享３年

貞享４年

元禄元年

元禄２年

元禄３年（１６９０）

元禄４年

元禄５年

元禄６年

元禄７年

元禄８年（１６９５）

元禄９年

元禄１０年

銀山煙器
挺

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

刻多葉粉は御商売物。銀山煙器は細物。

刻多葉粉
箱

９０，０００

１１０，０００

１，０００

３，４６３

７，０００

３，０００

３，０００

２，０００

５，０００

０

０

０

４，０００

元禄１１年

元禄１２年

元禄１３年（１７００）

元禄１４年

元禄１５年

元禄１６年

宝永元年

宝永２年（１７０５）

宝永３年

宝永４年

宝永５年

宝永６年

宝永７年（１７１０）

近
世
日
朝
貿
易
に
お
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る
細
物
請
負
屋
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易
業
務
を
麻
痺
さ
せ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
（
５
）
。
私
貿
易
以
外
の
細

物
取
引
は
、
帳
簿
類
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
詳
細
は
不
明
だ
が
、

こ
ち
ら
も
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
よ
り
封
進
物
や
音
物
用
の
細

物
代
価
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
公
木
（
朝
鮮
木
綿
）
が
支
給
さ
れ
な

い
状
態
が
続
き
、
木
綿
の
国
内
販
売
に
よ
る
利
益
獲
得
が
見
込
め

な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
細
物
請
負

屋
が
勘
定
所
へ
宛
て
た
口
上
覚
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
６
）
。

乍
恐
口
上
之
覚

於
朝
鮮
表
御
送
使
遣
物
細
物
代
公
木
之
儀
、（
元
禄
八
・
九
年
）

亥
子
両
年
分
之

未
収
凡
四
拾
五
束
程
御
座
候
、
彼
地
御
役
方
え
折
々
御
理
申

候
得
共
、
近
年
公
木
之
出
方
不
足
ニ
御
座
候
故
、
唯
今
迄
不

被
成
下
候
付
、（
細
物
）
細
調
方
仕
払
等
ニ
迷
惑
仕
候
、
罷
成
御
事
ニ

御
座
候
ハ
ヽ
於
御
当
地
代
銀
ニ
て
被
仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
難
有

可
奉
存
上
候
、
以
上
、

（
元
禄
十
年
）

丁
丑
六
月
十
一
日

細
物
請
負
中

御
勘
定
所

右
之
通
願
出
候
ニ
付
、
御
勘
定
役
え
遂
相
談
、
木
綿
壱
疋
代

銀
八
匁
五
分
ニ
し
て
願
之
通
於
爰
元
被
成
下
、
被
申
渡
候
様

ニ
と
御
勘
定
方
へ
申
渡
ス
、

こ
れ
に
よ
る
と
細
物
屋
の
未
収
公
木
は
、
元
禄
八
年
・
九
年
分
を

合
わ
せ
て
四
五
束
に
な
っ
て
お
り
、
同
年
の
倭
館
相
場
（
一
束
�

銀
五
六
〇
匁
）
で
換
算
す
る
と
二
五
貫
二
〇
〇
目
分
も
の
資
金
が

凍
結
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
未
収
分
は
、
勘
定
役
の
判
断
に
よ

り
木
綿
一
疋
�
銀
八
・
五
匁
替
で
現
銀
払
い
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
こ
の
換
算
は
一
束
（
五
〇
疋
）
あ
た
り
に
す
る
と
四
二
五

匁
と
倭
館
相
場
か
ら
み
て
か
な
り
低
く
、
結
果
的
に
藩
側
に
有
利

な
価
格
設
定
と
な
っ
て
い
る
。

細
物
請
負
屋
が
公
木
の
入
手
難
に
陥
っ
た
の
は
、
や
は
り
私
貿

易
業
務
の
不
振
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
細
物
請
負
屋
の
口
上
覚

が
提
出
さ
れ
る
七
日
前
、
元
方
役
が
支
配
方
の
平
田
所
左
衛
門
へ

宛
て
た
覚
書
か
ら
そ
の
辺
の
事
情
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
（
７
）
。

口
上
覚

於
朝
鮮
表
御
送
使
木
綿
壱
ヶ
年
ニ
凡
千
百
束
余
御
請
取
前
ニ

て
御
座
候
内
、
四
百
束
程
ハ
御
買
米
代
ニ
引
、
残
木
綿
七
百

束
余
御
座
候
内
、
御
国
渡
并
諸
請
負
ニ
も
相
渡
候
残
木
綿
年

ニ
よ
り
五
六
百
束
程
宛
我
々
方
請
取
ニ
仕
、
手
形
ニ
て
売
出

此
価
白
糸
ニ
仕
付
申
候
、
然
は
此
程
被
仰
付
候
は
朝
鮮
え
御

渡
方
之
便
ニ
も
罷
成
、
御
為
宜
儀
候
ハ
ヽ
吟
味
仕
申
上
候
様

ニ
と
被
仰
付
候
、
依
之
役
條
木
綿
之
儀
御
買
米
代
之
外
は
不

残
我
々
方
ニ
請
取
差
引
仕
候
得
は
御
銀
渡
方
之
便
ニ
も
罷
成
、

乍
纔
御
為
ニ
罷
成
申
候
、
殊
ニ
新
銀
之
違
等
御
座
候
得
ハ
、

弥
御
為
宜
様
ニ
奉
存
候
得
共
、
此
後
御
国
渡
之
木
綿
并
諸
請

史
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負
ニ
も
被
罷
渡
候
儀
被
差
止
候
ハ
ヽ
如
何
可
有
御
座
候
哉
、

□
□
儀
ニ
御
座
候
故
、
御
窺
申
上
候
、
以
上
、

（
元
禄
十
年
）

丑
六
月
四
日

御
元
方
役
中

平
田
所
左
衛
門
殿

右
之
通
御
元
方
役
方
よ
り
申
聞
候
ニ
付
、
平
田
所
左
衛
門
并

御
勘
定
役
え
遂
相
談
御
入
用
之
木
綿
六
拾
束
御
送
使
方
へ
差

渡
、
残
分
ハ
御
元
方
役
方
へ
請
込
候
様
ニ
と
御
勘
定
役
え
申

渡
ス

当
時
の
公
木
支
給
額
（
輸
入
定
額
）
は
、
封
進
・
公
貿
易
を
合
計

し
て
年
間
一
一
三
四
束
余
で
、
う
ち
四
〇
〇
束
を
換
米
分
に
宛
て

る
た
め
、
残
り
七
三
四
束
が
送
使
方
へ
の
支
給
分
と
な
る
（
８
）
。
こ
れ

を
元
方
役
へ
廻
し
て
私
貿
易
で
再
輸
出
す
る
方
法
が
元
禄
元
年

（
一
六
八
八
）
か
ら
と
ら
れ
て
い
た
（
９
）
。
帳
簿
に
よ
る
と
元
禄
十
二

年
（
一
六
九
九
）
ま
で
に
総
計
七
九
〇
〇
束
余
の
公
木
輸
出
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
平
均
す
る
と
年
間
六
六
三
束
、
こ
れ
は
送
使
方

支
給
分
（
七
三
四
束
）
の
九
〇
％
に
相
当
す
る
。
と
り
わ
け
右
の

覚
書
が
提
出
さ
れ
た
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
の
公
木
輸
出
額
は

七
二
七
束
余
と
、
送
使
方
支
給
分
の
九
九
％
が
私
貿
易
へ
廻
わ
さ

れ
た
計
算
に
な
り
、
右
の
史
料
に
あ
る
「（
約
）
役
條
木
綿
之
儀
御
買
米

代
之
外
は
不
残
我
々
方
ニ
請
取
差
引
仕
」
と
い
う
元
方
役
の
主
張

が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
年
は

「
殊
ニ
新
銀
之
違
等
御
座
候
」
と
あ
っ
て
、
新
銀
（
元
禄
銀
）
と

慶
長
銀
の
品
位
差
の
交
渉
開
始
の
年
に
当
た
っ
て
お
り
、
新
銀
の

不
評
を
見
越
し
て
朝
鮮
で
貨
幣
が
わ
り
に
通
用
す
る
公
木
を
元
方

役
に
集
中
さ
せ
、「
白
糸
ニ
仕
付
申
」（
白
糸
輸
入
の
対
価
に
あ
て

る
）
方
策
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
細
物
請
負
屋
に
生

じ
た
公
木
未
収
は
、
元
方
役
に
よ
る
公
木
独
占
の
結
果
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
し
公
木
は
官
営
貿
易
で
の
輸
入
品
で
、
そ
れ
も
定
額
制
で

あ
る
た
め
入
手
で
き
る
数
量
に
限
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
元
方
役
は
、

当
時
倭
館
市
場
で
輸
出
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
産
木

綿
を
私
貿
易
に
廻
し
、
木
綿
輸
出
量
の
総
額
増
大
を
は
か
る
こ
と

に
し
た
。
そ
も
そ
も
日
本
木
綿
の
輸
出
は
、
元
禄
九
年
（
一
六
九

六
）
請
負
屋
の
加
勢
五
右
衛
門
と
井
手
権
四
郎
が
、
白
糸
・
人
参

の
輸
入
対
価
用
に
六
〇
〇
束
の
倭
館
輸
送
を
請
願
し
た
時
に
始
ま

る
（
１０
）。

一
、
加
勢
五
右
衛
門
・
井
手
権
四
郎
、
朝
鮮
人
日
本
木
綿
望
被
申

儀
ニ
候
間
、
壱
ケ
年
ニ
六
百
束
相
調
差
渡
、
此
価
ニ
彼
国
よ
り

白
糸
・
人
参
請
取
候
得
は
、
現
銀
ニ
て
御
請
取
候
を
木
綿
ニ
て

差
引
仕
候
故
、
現
銀
代
り
ニ
被
成
御
為
宜
敷
奉
存
候
由
、
願
之

書
付
町
奉
行
迄
差
出
候
を
町
奉
行
よ
り
御
支
配
え
被
差
上
候
、

…
…

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

一
九
（
一
九
）



右
に
「
朝
鮮
人
日
本
木
綿
望
被
申
儀
ニ
候
間
」
と
あ
り
、
日
本
木

綿
に
対
す
る
需
要
が
朝
鮮
市
場
で
か
な
り
高
か
っ
た
こ
と
、
し
か

も
こ
れ
が
白
糸
・
人
参
の
対
価
と
し
て
現
銀
同
様
に
通
用
す
る
見

込
み
が
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
予
想
が
的
中
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
方
役
は
こ

れ
よ
り
二
年
後
に
日
本
木
綿
を
私
貿
易
専
売
品
と
し
、
そ
の
調

達
・
輸
送
・
販
売
を
、
私
貿
易
不
振
で
割
を
く
っ
て
い
た
細
物
請

負
屋
に
委
託
す
る
こ
と
に
し
た
。
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
四

月
、
日
本
木
綿
の
輸
出
業
務
に
参
入
し
よ
う
と
し
て
不
許
可
に
終

わ
っ
た
串
崎
二
右
衛
門
（
商
人
）
の
請
願
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
１１
）
。

乍
恐
口
上
覚

朝
鮮
表
ニ
て
御
商
売
被
遊
候
日
本
木
綿
之
儀
、
御
元
方
役
衆

方
よ
り
御
売
出
被
成
候
得
者
、
商
人
中
ニ
御
割
付
不
被
下
候

て
者
不
叶
儀
ニ
御
座
候
故
歟
、
細
物
屋
方
よ
り
被
売
出
候
、

木
綿
売
方
・
調
方
共
ニ
某
ニ
被
仰
付
候
ハ
ヽ
白
糸
売
込
等
持

居
申
慥
成
商
人
ニ
申
組
糸
替
ニ
売
付
申
、
代
銀
之
員
数
并
其

商
人
御
元
方
役
衆
方
へ
引
付
可
申
候
条
、
白
糸
御
請
取
方
之

儀
者
御
元
方
役
衆
方
ニ
て
御
指
引
可
被
成
候
、
手
本
木
綿
相

極
置
毎
度
商
人
ニ
申
談
、
木
綿
員
数
之
注
文
并
直
段
合
之
手

形
等
取
之
、
朝
鮮
御
元
方
役
衆
方
へ
其
商
人
引
合
置
申
、
一

方
ニ
て
相
調
可
申
上
候
、
依
之
願
方
之
儀
左
ニ
記
之
申
上
候
、

一
、
上
木
綿
壱
疋
ニ
付
、
但

拾
四
尋
弐
三
尺
之
間

幅
九
寸
五
歩
ニ
し
て

代
銀
拾
匁
ニ
売
上
可
申
候
、

内
弐
分
ハ

加
瀬
伊
兵
衛
ニ

内
一
分
ハ

大
坂
三
吉
屋
小
兵
衛
右
同
断

（
中
略
）

一
、
朝
鮮
表
ニ
て
木
綿
一
疋
ニ
付
拾
匁
宛
大
坂
調
之
直
段
に
て

売
付
可
申
候
、
若
少
ニ
て
も
売
損
有
之
候
ハ
ヽ
其
損
銀
某
方

よ
り
爰
元
ニ
て
上
納
可
申
上
候
、
木
綿
之
儀
中
下
除
之
上
木

綿
斗
相
調
、
尋
幅
ハ
不
及
申
地
合
等
吟
味
仕
、
朝
鮮
相
方
宜

様
ニ
織
立
さ
せ
相
調
申
義
ニ
御
座
候
間
、
必
定
調
直
段
よ
り

高
直
ニ
売
付
可
申
と
奉
存
候
、（
中
略
）

右
之
趣
町
御
奉
行
迄
宜
様
被
仰
上
可
被
下
候
、
已
上

元
禄
十
一
戊
寅
年
四
月
十
二
日

串
崎
二
右
衛
門

住
永
文
右
衛
門
殿

江
嶋
奥
右
衛
門
殿

右
の
書
き
出
し
に
「
朝
鮮
表
ニ
て
御
商
売
被
遊
候
日
本
木
綿
之
儀
、

御
元
方
役
衆
方
よ
り
御
売
出
被
成
候
得
者
、
…
…
細
物
屋
方
よ
り

被
売
出
候
」
と
あ
り
、
同
年
に
元
方
役
が
私
貿
易
で
輸
出
し
た
日

本
木
綿
は
、
細
物
請
負
屋
の
扱
い
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
ま
た
傍
線
を
付
し
た
箇
所
に
よ
る
と
、
串
崎
は
日
本
木
綿

史
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の
調
達
を
自
身
に
請
負
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、「
白
糸
売
込
等
持
居

申
慥
成
商
人
ニ
申
組
糸
替
ニ
売
付
申
」「
朝
鮮
御
元
方
役
衆
方
へ

其
商
人
引
合
置
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
要
約
す
る
と
、

①
日
本
木
綿
は
「
糸
替
」
即
ち
白
糸
の
対
価
と
な
り
う
る
こ
と
、

②
白
糸
売
込
を
専
業
と
す
る
朝
鮮
商
人
が
存
在
し
た
こ
と
、

③
元
方
役
は
「
慥
成
商
人
」
の
人
的
情
報
を
、
現
場
に
詳
し
い

請
負
商
人
か
ら
得
て
い
た
こ
と
、

と
い
っ
た
内
容
で
、
こ
こ
か
ら
当
時
の
倭
館
市
場
の
実
態
を
か
い

ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
実
際
に
元
方
役
が
輸
出
し
た
日
本
木
綿
は
、
ど
の
く
ら
い

の
数
量
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
貿
易
に
お
け
る
日
本
木
綿
の
輸

出
を
帳
簿
で
み
る
と
、
表
７
に
示
し
た
よ
う
に
元
禄
十
一
年
（
一

六
九
八
）・
同
十
二
年
・
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
三
回
分
が

確
認
さ
れ
、
こ
の
う
ち
細
物
請
負
屋
が
委
託
さ
れ
た
の
は
初
め
の

二
ヶ
年
と
考
え
ら
れ
る
。
種
類
は
幅
広
上
木
綿
と
並
木
綿
の
二
銘

柄
で
、
年
に
四
〇
〇
〜
五
〇
〇
束
も
の
日
本
木
綿
を
、
公
木
（
一

束
�
五
〇
五
匁
〜
五
〇
八
匁
）
よ
り
も
か
な
り
高
い
価
格
で
輸
出

し
て
い
る
。
朝
鮮
輸
出
用
と
さ
れ
た
日
本
木
綿
は
、
先
の
串
崎
の

書
付
に
よ
れ
ば
幅
九
寸
五
歩
（
約
三
六
セ
ン
チ
）、
長
さ
一
四
尋

二
〜
三
尺
（
約
二
六
メ
ー
ト
ル
）
の
上
木
綿
が
、
合
わ
せ
て
三
分

の
口
銭
（
手
数
料
）
を
入
れ
て
大
坂
で
一
疋
に
つ
き
一
〇
匁
（
一

束
�
五
〇
〇
匁
）
と
い
う

廉
価
で
仕
入
れ
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
。「
尋
幅

ハ
不
及
申
地
合
等
吟
味
仕
、

朝
鮮
相
方
宜
様
ニ
織
立
さ

せ
相
調
申
」
と
、
朝
鮮
好

み
の
寸
法
、
地
合
（
布
地

の
質
）
に
あ
わ
せ
て
如
何

様
に
も
織
り
た
て
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
お
り
、

お
そ
ら
く
細
物
請
負
屋
の

委
託
内
容
も
こ
れ
と
あ
ま

り
大
差
な
い
も
の
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
木
綿

の
輸
出
は
、
本
場
の
朝
鮮

で
品
質
・
価
格
と
も
に
極

め
て
高
い
評
価
を
得
、
公

木
と
並
ん
で
私
貿
易
の
輸

出
品
に
加
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
れ
は
私
貿

表７ 私貿易における日本木綿の輸出（元禄１１・１２・宝永４年）

１束につき

７９４匁
６０３匁

７９４匁
６０３匁

６３５匁

＊原史料は疋単位だが、公木との比較のため束（５０疋）に直した
出典は表４に同じ

代 銀

８９貫８０１匁４分
１７９貫２７１匁９分

１８８貫１７８匁
１９５貫６７３匁５分

６３貫１６９匁８分

＊数 量

１１３束５疋
２９７束１５疋

２３７束
３２４束２５疋

９９束２４疋

品 名

幅広上木綿
並木綿

幅広上木綿
並木綿

幅広木綿

年 代

元禄１１年（１６９８）

元禄１２年（１６９９）

宝永４年（１７０７）

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

二
一
（
二
一
）



易
不
振
期
、
細
物
請
負
屋
が
被
っ
た
損
失
分
を
カ
バ
ー
す
る
に
余

り
あ
る
数
量
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
木
綿
は
朝
鮮
国
内
で

こ
そ
代
用
貨
幣
と
な
る
が
、
中
国
か
ら
白
糸
な
ど
を
新
た
に
輸
入

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
や
は
り
良
質
な
現
銀
が
必
要
と
さ
れ
る
。
日

本
の
悪
鋳
銀
（
元
禄
銀
）
へ
の
不
評
は
、
新
た
な
輸
入
品
の
集
荷

不
足
と
い
う
悪
循
環
を
招
き
、
私
貿
易
市
場
の
輸
出
超
過
現
象
、

換
言
す
れ
ば
日
本
側
に
多
大
な
売
掛
銀
の
累
積
を
生
じ
る
結
果
に

な
っ
た
。

第
四
章

売
掛
銀
回
収
の
委
託

元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
輸
出
銀
の
通
用
交
渉
が
妥
結
し
て

元
禄
銀
が
貿
易
銀
と
さ
れ
た
も
の
の
、
私
貿
易
は
一
向
に
好
転
す

る
気
配
が
な
か
っ
た
。
銀
を
渡
し
て
も
、
対
価
と
な
る
べ
き
輸
入

品
の
集
荷
が
激
減
し
、
朝
鮮
側
へ
の
売
掛
銀
だ
け
が
累
積
す
る
始

末
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
元
方
役
は
、
翌
元
禄
十
三
年
よ
り
こ
の
売

掛
銀
の
回
収
に
の
り
だ
し
、
そ
の
一
部
を
細
物
請
負
屋
へ
委
託
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

細
物
請
負
屋
が
担
当
し
た
の
は
、
安
先
達
と
い
う
朝
鮮
商
人
か

註（
１
）
宗
家
文
書
『
朝
鮮
江
被
召
仕
候
段
々
、
朝
鮮
之
馬
御
取
寄
』

（
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。

（
２
）
宗
家
文
書
『
御
商
売
御
利
潤
并
御
銀
鉄
物
渡
并
御
代
物
朝
鮮
よ

り
出
高
積
立
之
覚
書
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）

（
３
）
『
古
川
家
覚
書
写
』（
九
州
大
学
文
学
部
所
蔵
）
に
、「
日
本
代

物
之
細
物
ハ
、
於
朝
鮮
之
売
立
直
段
ハ
買
元
ニ
二
割
を
相
加
候
」

と
あ
る
。

（
４
）
表
６
に
は
、
御
商
売
物
で
は
あ
る
が
煙
器
と
セ
ッ
ト
に
な
る
刻

多
葉
粉
の
輸
出
量
も
示
し
て
お
く
。
こ
ち
ら
も
元
禄
後
期
か
ら
減

少
傾
向
に
あ
る
が
、『
古
川
家
覚
書
写
』（
前
掲
註
３
）
に
よ
る
と

享
保
期
（
一
七
一
六
〜
一
七
三
五
年
）
ご
ろ
に
は

刻
多
葉
粉

千
箱
入
五
五
〇
櫃
（
五
五
万
箱
）

銀
山
煙
器

六
万
四
千
挺

と
銀
山
煙
器
と
も
ど
も
輸
出
量
は
回
復
し
て
い
る
。

（
５
）
田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
一

九
八
一
年
）
二
九
八
〜
三
〇
五
頁
。

（
６
）（
７
）
宗
家
文
書
『（
支
配
方
）
日
帳
』
元
禄
十
年
六
月
十
九
日

条
（
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。

（
８
）（
９
）
前
掲
註（
５
）田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研

究
』
一
五
〇
頁
。
木
綿
輸
出
は
、
同
書
二
七
六
〜
二
七
八
頁
を
参

照
。

（
１０
）
宗
家
文
書
『（
毎
日
記
断
簡
）』（A

z

�1

）
元
禄
九
年
六
月
十
二

日
条
（
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。

（
１１
）
宗
家
文
書
『
御
支
配
方
毎
日
記
』
元
禄
十
一
年
六
月
十
八
日
条

（
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。

史
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ら
の
売
掛
銀
回
収
で
あ
る
。
元
方
役
よ
り
細
物
請
負
屋
へ
出
さ
れ

た
書
付
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
１
）
。

覚

一
、
安
先
達
方
へ
御
売
掛
銀
高
之
内
、
参
百
貫
目
細
物
請
負
中

へ
引
請
、
年（
賦
）
府
ニ
し
て
上
納
被
成
候
様
ニ
各
中
よ
り
安
先
達

へ
宜
被
申
組
、
相
談
相
済
候
ハ
ヽ
右
之
銀
上
納
相
済
候
迄
ハ

水
牛
角
商
売
之
儀
、
細
物
請
負
中
よ
り
売
買
可
被
致
候
事
、

一
、
爰
元
朝
鮮
へ
有
之
水
牛
角
三
千
百
拾
壱
本
之
内
よ
り
（
元
禄

辰
巳

十
三
・
十
四
年
）

両
年
之
看
品
用
八
百
六
拾
本
引
除
ケ
、
残
角
弐
千
弐
百
五
拾

壱
本
各
方
江
被
渡
可
申
事
、

一
、
水
牛
角
買
本
直
段
壱
本
ニ
付
拾
匁
五
分
朝
鮮
表
ニ
而
之
売

直
段
三
拾
六
匁
ニ
相
当
り
候
、
御
元
方
役
最
初
よ
り
之
売
買

並
シ
直
段
如
此
御
座
候
間
此
通
ニ
而
差
渡
し
可
被
成
事
、
水

牛
角
買
本
銀
之
儀
各
中
よ
り
才
覚
を
以
被
相
調
候
共
、
又
ハ

此
方
よ
り
相
渡
候
共
、
恰
好
宜
様
ニ
被
申
渡
事
、

一
、
右
三
百
貫
目
上
納
前
之
儀
、
何
ケ
年
年（
賦
）
府
上
納
可
被
致
哉

之
事
、

右
之
通
ニ
御
座
候
間
、
此
後
水
牛
角
商
売
各
中
よ
り
被
成

候
而
年（
賦
）
府
銀
取
立
申
様
ニ
と
被
仰
付
候
ニ
付
、
如
斯
御
座

候
、
以
上
、

辰
八
月
十
七
日

御
元
方
役
中

細
物
請
負
衆
中

覚
書
に
よ
る
と
安
先
達
の
売
掛
銀
は
三
〇
〇
貫
目
で
、
細
物
屋
は

そ
の
回
収
を
は
か
る
代
わ
り
に
私
貿
易
輸
出
品
の
水
牛
角
の
調

達
・
販
売
を
委
託
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
現
在
倭
館
に
在

庫
さ
れ
て
い
る
水
牛
角
三
一
一
一
本
の
う
ち
、
二
年
分
の
看
品

（
官
営
貿
易
輸
出
品
）
用
に
八
六
〇
本
を
取
り
除
き
、
残
り
二
二

五
一
本
を
私
貿
易
用
に
廻
す
の
で
、
こ
れ
を
販
売
し
て
欲
し
い
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
在
庫
分
の
水
牛
角
は
元
方
役
が
一
本
�

銀
一
〇
・
五
匁
で
仕
入
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
日
に

細
物
屋
が
提
出
し
た
覚
書
（
後
出
）
に
「
諸
事
掛
物
共
ニ
壱
本
ニ

付
拾
匁
五
分
か
へ
ニ
相
当
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
倭

館
へ
の
運
送
費
な
ど
諸
経
費
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
と
予
定
さ
れ
た
輸
出
値
（
三
六
匁
）
の
差
額
（
二
五
・

五
匁
）
が
細
物
屋
に
入
る
利
益
と
見
積
も
り
、
こ
こ
か
ら
売
掛
銀

回
収
を
は
か
ろ
う
と
い
う
計
画
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
細
物
請
負
屋
の
担
当
す
る
朝
鮮
商
人
安
先
達
と
は
、

ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
。
元
方
役
へ
提
出
さ
れ
た
覚
書
（
２
）
に
よ
る

と
、

看
品
角
并
御
商
売
之
角
共
ニ
安
先
達
方
へ
請
込
候
様
ニ
、
朝

鮮
表
公
儀
向
請
負
仕
居
候
、

と
あ
り
、
官
営
貿
易
お
よ
び
私
貿
易
に
よ
る
水
牛
角
取
引
を
専
業

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

二
三
（
二
三
）



と
し
、
そ
れ
も
「
朝
鮮
表
公
儀
向
請
負
」、
す
な
わ
ち
朝
鮮
政
府

公
認
の
官
許
商
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
水
牛
角
の
原
産
は
東

南
ア
ジ
ア
で
、
対
馬
藩
が
長
崎
で
購
入
し
て
倭
館
へ
持
ち
込
む
。

朝
鮮
で
は
こ
れ
を
弓
の
握
り
に
使
用
す
る
た
め
、「
弓
角
」
あ
る

い
は
色
か
ら
「
黒
角
」
と
も
呼
び
、
朝
鮮
王
府
の
内
弓
房
や
軍
器

寺
な
ど
の
軍
事
官
庁
の
必
需
品
で
あ
る
。
近
世
初
期
か
ら
官
営
貿

易
の
定
品
に
指
定
し
て
供
給
量
の
確
保
を
は
か
っ
て
き
た
が
、
し

だ
い
に
角
が
小
振
り
に
な
る
な
ど
品
質
が
粗
悪
に
な
っ
て
き
た
た

め
、
粛
宗
二
十
年
（
一
六
九
四
、
元
禄
七
）
水
牛
角
を
王
府
へ
納

入
す
る
専
業
商
人
「
弓
角
契
」
が
、
東
�
商
・
京
商
・
開
城
商
ら

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
３
）
。
安
先
達
は
そ
の
弓
角
契

の
一
員
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
の
弓
角
契
は
創
設

か
ら
早
く
も
八
年
後
の
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）、
銀
三
〇
〇

貫
目
と
い
う
多
大
な
売
掛
銀
を
抱
え
る
な
ど
活
動
に
一
頓
挫
を
き

た
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

さ
て
元
方
役
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、
田
中
伝
右
衛
門
・
権
藤

分
右
衛
門
・
大
束
清
右
衛
門
ら
細
物
屋
請
負
中
は
、
よ
り
具
体
的

な
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
覚
書
（
４
）
を
提
出
し
て
き
た
。

覚

一
、
御
商
売
之
水
牛
角
之
儀
、
此
後
細
物
請
負
方
ニ
而
商
売
仕

候
様
ニ
被
仰
付
候
間
、
安
先
達
方
江
御
売
掛
銀
高
之
内
三
百

貫
目
我
々
方
へ
引
請
角
商
売
仕
候
利
潤
銀
在
銀
を
以
□
□
上

納
仕
候
様
ニ
被
仰
付
奉
畏
候
事
、

（
中
略
）

一
、
水
牛
角
買
元
直
段
年
数
並
シ
被
成
候
処
、
諸
事
掛
物
共
ニ

壱
本
ニ
付
拾
匁
五
分
か
へ
ニ
相
当
候
、
并
売
直
段
之
儀
是
又

年
数
並
シ
被
成
候
処
、
新
直
段
ニ
し
て
三
拾
六
匁
か
へ
ニ
相

当
候
間
、
此
積
り
を
以
利
潤
銀
差
上
候
様
ニ
被
仰
付
候
、
并

年
々
看
品
角
四
百
三
拾
本
宛
之
儀
ハ
、
右
買
元
直
段
を
以
差

引
可
仕
候
事
、

只
今
当
初
并
朝
鮮
へ
有
之
候
水
牛
角
三
千
百
拾
壱
本
之
内
よ

り（
元
禄
十
三
・
十
四
年
）

辰
巳
両
年
之
看
品
御
済
被
成
、
残
角
弐
千
弐
百
五
拾
壱
本

来
巳
之
年
我
々
方
へ
御
売
渡
可
被
下
候
事
、

一
、
来
巳
之
年
よ
り
壱
ケ
年
ニ
凡
角
弐
千
百
本
宛
買
調
指
渡
、

其
内
よ
り
看
品
角
四
百
三
拾
本
宛
相
渡
、
残
角
千
六
百
七
拾

本
年
々
売
出
し
可
申
候
、
年
々
よ
り
調
方
売
方
共
ニ
員
数
過

不
足
可
有
之
候
へ
共
、
兎
角
此
並
を
以
売
出
し
可
申
候
、
尤

水
牛
角
本
銀
之
儀
、
長
崎
表
ニ
而
相
調
候
員
数
ニ
応
シ
年
々

御
渡
可
被
下
候
事
、

一
、
上
納
方
之
儀
ハ（
元
禄
十
六
年
）

癸
未
之
年
よ
り（
己
の
間
違
い

宝
永
六
年
）

戊
丑
之
年
迄
七
ケ
年
皆
済

可
仕
候
、
癸
未
之
年
ハ
銀
高
八
拾
壱
貫
○
三
拾
六
匁（
宝
永
元
年
）

甲
申
之

之
年
よ
り（
己
）
戊
丑
之
年
迄
六
ケ
年
之
間
ハ
壱
ケ
年
ニ
六
拾
貫
百

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

二
四
（
二
四
）



廿
目
宛
何
も
端
物
を
以
朝
鮮
表
ニ
而
上
納
皆
済
可
仕
候
事
、

（
中
略
）

一
、
右
角
長
崎
よ
り
差
渡
候
ハ
ヽ
御
請
取
被
成
、
朝
鮮
表
え
被

差
渡
候
節
看
品
角
引
除
ケ
、
残
分
壱
本
ニ
付
三
拾
六
匁
替
ニ

し
て
朝
鮮
表
ニ
て
可
申
請
候
事
、

右
之
通
弥
被
仰
付
御
事
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
奉
公
之
儀
ニ

御
座
候
間
、
安
先
達
方
宜
申
含
、
不
絶
商
売
仕
、
上
納
方

無
滞
様
ニ
相
働
見
可
申
候
、
以
上
、

辰
八
月
十
七
日

田
中
伝
右
衛
門

印

権
藤
分
右
衛
門

印

大
束
清
右
衛
門

印

細
物
屋
請
負
中

御
元
方
役
衆
中
様

内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
売
掛
銀
に
関
係
す
る
項
目
だ
け
を

要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
元
方
役
が
申
し
出
た
倭
館
在
庫
分
の
水
牛
角
二
二
五
一
本
の
販

売
委
託
は
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
か
ら
行
う
。

②
元
禄
十
四
年
よ
り
年
間
二
一
〇
〇
本
の
水
牛
角
を
長
崎
で
調
達

し
、
倭
館
へ
搬
入
す
る
。
こ
の
仕
入
銀
は
、
調
達
実
数
に
応
じ

て
元
方
役
が
支
払
っ
て
欲
し
い
。
こ
こ
か
ら
看
品
用
角
四
三
〇

本
を
除
い
た
残
り
一
六
七
〇
本
を
、
一
本
�
銀
三
六
匁
替
で
翌

年
以
降
委
託
販
売
し
た
い
。

③
売
掛
銀
上
納
は
、
最
初
の
水
牛
角
売
渡
の
二
年
後
（
元
禄
十
六

年
）
か
ら
開
始
し
、
合
計
が
三
〇
〇
貫
目
に
達
す
る
七
年
賦
と

し
た
い
。
し
か
し
水
牛
角
貿
易
が
不
振
で
あ
れ
ば
、
延
納
も
あ

り
う
る
。

④
上
納
は
現
銀
で
は
な
く
、「
何
も
端
物
を
以
朝
鮮
表
ニ
而
上
納

皆
済
可
仕
候
事
」
と
、
輸
出
代
銀
に
相
当
す
る
反
物
（
絹
織

物
）
で
代
納
す
る
。

以
上
、
細
物
屋
が
提
出
し
た
売
掛
銀
上
納
計
画
を
ま
と
め
る
と
、

（
表
８
）
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
向
こ
う

七
年
間
に
わ
た
っ
て
合
計
一
万
本
以
上
の
水
牛
角
貿
易
に
関
与
す

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
水
牛
角
は
中
国
船
・
オ
ラ
ン
ダ
船
が
長

崎
へ
持
ち
込
む
中
継
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
だ
け
の
数
量
を

確
保
で
き
る
保
証
は
な
い
。
そ
こ
で
②
の
よ
う
に
、
水
牛
角
仕
入

銀
は
調
達
実
数
に
応
じ
て
元
方
役
の
支
払
い
と
し
て
欲
し
い
と
提

案
し
た
。
請
負
内
容
を
単
に
水
牛
角
の
調
達
・
輸
送
・
販
売
、
と

い
っ
た
一
連
の
業
務
サ
ー
ビ
ス
の
枠
内
に
と
ど
め
て
お
け
ば
、
不

安
定
な
水
牛
角
貿
易
に
自
己
資
本
を
投
入
す
る
リ
ス
ク
が
回
避
で

き
る
。
こ
の
た
め
売
掛
銀
の
上
納
は
、
元
方
役
が
提
案
し
た
よ
う

な
利
銀
か
ら
捻
出
す
る
の
で
は
な
く
、
三
〇
〇
貫
目
を
上
回
る
四

四
一
貫
目
余
相
当
分
の
反
物
（
絹
織
物
）
で
納
品
す
る
こ
と
と
し

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

二
五
（
二
五
）



た
も
の
で
あ
る
。
覚
書
の
最
後
に
「
右
之
通
弥
被
仰
付
御
事
ニ
御

座
候
ハ
ヽ
、
御
奉
公
之
儀
ニ
御
座
候
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
こ
と
を
細
物
屋
は
御
奉
公
の
一
部
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
元
方
役
の
意
向
に
沿
い
な
が
ら
も
、
低
迷
を
続
け

る
私
貿
易
経
営
に
自
ら
が
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
細
心
の
注
意
を

払
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
売
掛
銀
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
回
収
さ
れ
た
か
を

み
て
い
こ
う
。
ま
ず
私
貿
易
帳
簿
（
５
）
で
知
ら
れ
る
水
牛
角
の
輸
出
実

数
を
、
細
物
屋
が
委
託
さ
れ
た
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
以
降
、

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
の
一
〇
年
間
に
つ
い
て
（
表
９
）
に
示

し
て
お
く
。
こ
れ
に
よ
る
と
元
方
役
の
計
画
通
り
、
水
牛
角
の
輸

出
価
格
は
一
本
�
三
六
匁
が
五
年
間
に
わ
た
り
持
続
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
宝
永
四
年
ま
で
の
間
の
水
牛
角
輸
出
数

は
合
計
四
九
六
二
本
、
輸
出
代
銀
は
合
計
一
八
四
貫
〇
三
六
匁
余

で
、
前
出
（
表
８
）
に
示
し
た
上
納
予
定
額
（
四
四
一
貫
目
余
）

を
か
な
り
下
回
っ
て
い
る
。
先
述
③
に
「
水
牛
角
貿
易
が
不
振
で

あ
れ
ば
延
納
も
あ
り
う
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く

そ
の
後
の
宝
永
五
年
〜
七
年
の
三
年
分
（
水
牛
角
合
計
二
三
〇
四

本
、
代
銀
合
計
一
〇
八
貫
八
五
〇
匁
）
も
、
細
物
屋
へ
の
委
託
が

継
続
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
三
年
分
を
先
の
数
字
に

加
算
す
る
と
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）〜
宝
永
七
年
（
一
七

一
〇
）
の
水
牛
角
輸
出
数
は
合
計
七
二
六
六
本
、
輸
出
銀
額
は
合

計
二
九
二
貫
八
八
六
匁
余
と
な
り
、
上
納
予
定
額
（
四
四
一
貫
目

余
）
の
六
六
％
を
反
物
で
回
収
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
私
貿
易
帳
簿
は
、
各
年
度
ご
と
に
輸
出
入
額
の
差
引

表８ 売掛銀（３００貫目）の上納計画（７年賦）

上 納 年 代

元禄１６年（１７０３）

宝永元年（１７０４）

宝永２年（１７０５）

宝永３年（１７０６）

宝永４年（１７０７）

宝永５年（１７０８）

宝永６年（１７０９）

各年度ごとに反物で上納
宗家文書『支配方日牒』元禄１３年８月２１日条
（長崎県立対馬歴史民俗資料館所蔵）より作成

代 銀

８１貫０３６匁

６０貫１２０匁

６０貫１２０匁

６０貫１２０匁

６０貫１２０匁

６０貫１２０匁

６０貫１２０匁

４４１貫７５６匁

水牛角１本＝銀３６匁替

水牛角

２，２５１本

１，６７０本

１，６７０本

１，６７０本

１，６７０本

１，６７０本

１，６７０本

１２，２７１本

売 出 年

元禄１４年（１７０１）

元禄１５年（１７０２）

元禄１６年（１７０３）

宝永元年（１７０４）

宝永２年（１７０５）

宝永３年（１７０６）

宝永４年（１７０７）

合 計

回数

１

２

３

４

５

６

７

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

二
六
（
二
六
）



が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
元
禄
十
四
年

（
一
七
〇
一
）
以
降
元
方
役
が
行
っ
た
売
掛
銀
の

現
銀
に
よ
る
回
収
状
況
の
全
貌
が
判
明
す
る
。

す
な
わ
ち
（
表
１０
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
売
掛

銀
は
元
方
役
が
自
ら
行
っ
た
「
年
賦
取
立
銀
」

の
他
に
、
個
別
に
行
わ
れ
た
「
朴
同
知
上
納

表９ 水牛角輸出高（私貿易） 元禄１４年～宝永７年

価 格
１本ニ付

３６匁
３６匁
３６匁
３６匁
３６匁
３７匁
３９匁

―

５４匁
５６匁
４１匁

宗家文書『御商売御利潤并御銀鉄物渡并御代物朝鮮より出高積立
之覚書』（国立国会図書館所蔵）より作成。

代 銀

４８貫７３２匁３分
２０貫５２０匁
３２貫１４８匁
３貫２４０匁
２３貫１３２匁５分
２９貫９９２匁９分
２６貫２７１匁

１８４貫３６匁７分

３７貫９９０匁
１３貫４４０匁
５７貫４２０匁

数 量

１，３３０本
５７０本
８９３本
９０本
６２９本
７９２本
６５８本

４，９６２本

６９７本
２３９本
１，３６８本

年 代

元禄１４（１７０１）年
１５
１６

宝永元（１７０４）年
２
３
４

（ここまで合計）

宝永５（１７０８）年
６
７

表１０ 元方役の年賦回収状況（現銀上納分）

年 賦 合 計
（回収額）

５５３貫０１７匁１５

３７２貫９５９匁０４

１０６貫０６２匁１３

７３貫１１７匁０１４

４８貫８２３匁７０８

４８貫１９３匁３１

０

１４８貫４０１匁４６２

２８貫９９１匁８２

１７貫２６７匁６６

１，３９６貫８３３匁２９４

３，５４３貫４１７匁９３

４，９４０貫２５１匁２２４

註①②原本には合計額３７２貫９５９匁０４が記載。
③「年賦銀差引残」 ④「朴同知公木売掛差引残之分」
⑤「安先達年賦差引残 外ニ人参２１斤上納前」
⑥元禄１４年「六ヶ年賦被成候分」４，７６２貫２５８匁３３と一致。
宗家文書『御商売御利潤并御銀鉄物渡并御代物朝鮮より出高積立之覚書』（国立国会図書館所
蔵）より作成。

内 訳

細物屋年賦銀

―

―

―

１６貫６１０匁９１

１６貫６１０匁９１

１６貫６１１匁

―

１６貫５７１匁５５

―

―

６６貫４０４匁３７

５０貫０００匁⑤

１１６貫４０４匁３７

朴同知上納銀

１１貫６８１匁

２３貫０００匁１８４②

４貫５１５匁３４

―

―

―

―

―

―

―

３９貫１９６匁５２４

２２貫３９２匁 ④

６１貫５８８匁５２４

年賦取立銀

５４１貫３３６匁１５

３４９貫９５８匁８５６①

１０１貫５４６匁７９

５６貫５０６匁１０４

３２貫２１２匁７９８

３１貫５８２匁３１

―

１３１貫８２９匁９１２

２８貫９９１匁８２

１７貫２６７匁６６

１，２９１貫２３２匁４

３，４７１貫０２５匁９３ ③

４，７６２貫２５８匁３３ ⑥

元禄１４年（１７０１）

１５年

１６年

宝永元年（１７０４）

２年

３年

４年

５年

６年

７年

計

残 額（年賦残）

総 計

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

二
七
（
二
七
）



銀
（
６
）」
と
「
細
物
屋
年
賦
銀
」
の
三
系
列
に
分
け
て
回
収
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
う
ち
細
物
屋
か
ら
は
、
宝
永
元
年
・
二
年
・
三

年
・
五
年
の
計
四
回
に
わ
た
っ
て
六
六
貫
四
〇
四
匁
余
の
現
銀
が

上
納
さ
れ
て
い
る
。
水
牛
角
の
入
手
不
足
を
こ
の
よ
う
な
形
で
補

填
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
現
銀
上
納
分
（
六
六

貫
四
〇
四
匁
余
）
に
先
の
水
牛
角
輸
出
代
銀
（
二
九
二
貫
八
八
六

匁
）
を
加
算
す
る
と
三
五
九
貫
二
九
〇
匁
に
な
り
、
反
物
と
現
銀

の
違
い
は
あ
る
が
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
ま
で
に
予
定
額

（
四
四
一
貫
目
余
）
の
八
〇
％
以
上
が
元
方
役
へ
上
納
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
元
方
役
が
廃
止
さ
れ
た
正
徳
元
年
（
一

七
一
一
）
の
差
引
之
覚
に
、
安
先
達
年
賦
銀
に
か
か
わ
る
記
載
が

み
ら
れ
る
（
７
）
。

一
、（
銀
）
同
五
拾
貫
目

安
先
達
年
賦
差
引
残

外
ニ
人
参
弐
拾
壱
斤

上
納
前

こ
れ
は
細
物
屋
が
委
託
さ
れ
た
安
先
達
売
掛
銀
三
〇
〇
貫
目
の
上

納
方
法
が
、
水
牛
角
売
上
分
の
反
物
と
現
銀
だ
け
で
な
く
、
人
参

も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の
上
納

残
り
は
、
現
銀
五
〇
貫
目
・
人
参
二
一
斤
と
あ
り
、
こ
れ
が
元
方

役
の
跡
役
で
あ
る
別
代
官
（
８
）
へ
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
細
物
屋
が
委
託
さ
れ
た
売
掛
銀
は
正
徳
元
年
（
一

七
一
一
）
に
至
っ
て
も
完
納
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
元
方
役
が

か
か
え
て
い
た
他
の
売
掛
銀
の
回
収
状
況
と
比
較
す
れ
ば
、
む
し

ろ
良
好
な
成
績
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば

（
表
１０
）「
年
賦
取
立
銀
」
の
項
目
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は

元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）、
個
別
回
収
分
を
除
い
た
売
掛
銀
四

七
六
二
貫
二
五
八
匁
を
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
ま
で
の
六
ヶ
年

賦
で
完
納
さ
せ
る
計
画
を
た
て
、
そ
の
回
収
状
況
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
予
定
よ
り
四
年
後
の
宝
永
七
年
（
一
七
一

〇
）
に
な
っ
て
も
回
収
で
き
た
の
は
僅
か
一
二
九
一
貫
目
余
で
、

そ
の
回
収
率
は
二
七
％
と
い
う
惨
憺
た
る
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
回
収
が
進
ま
な
い
う
ち
に
新
た
な
売
掛
銀
（
一
四
六

七
貫
二
五
八
匁
余
（
９
）
）
が
累
積
し
、
元
方
役
が
廃
止
さ
れ
る
正
徳
元

年
（
一
七
一
一
）
に
そ
の
額
は
再
度
四
七
一
六
貫
目
余
（
１０
）
の
レ
ベ
ル

ま
で
戻
っ
て
し
ま
っ
た
有
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
莫
大
な
売
掛

銀
が
貿
易
の
資
金
回
転
を
に
ぶ
ら
せ
、
結
果
的
に
対
馬
藩
は
特
鋳

銀
（
人
参
代
往
古
銀
）
の
鋳
造
を
契
機
に
元
方
役
を
廃
止
し
て
、

私
貿
易
を
勘
定
方
役
人
で
構
成
し
た
別
代
官
に
経
営
を
ゆ
だ
ね
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

註（
１
）（
２
）（
４
）
宗
家
文
書
『
支
配
方
日
牒
』
元
禄
十
三
年
八
月
二

十
一
日
条
（
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号

二
八
（
二
八
）



終
わ
り
に

対
馬
藩
の
い
う
「
細
物
」
と
は
、
①
倭
館
で
の
日
用
品
、
②
輸

出
品
（
官
営
貿
易
・
私
貿
易
）、
③
音
物
（
遣
物
）
に
大
別
さ
れ
、

か
つ
て
は
渡
航
者
や
担
当
役
職
が
個
々
に
調
達
し
て
倭
館
へ
搬
入

し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
種
類
は
、
食
器
類
・
調
理
器
具
・
鏡
・

文
具
類
・
喫
煙
用
具
な
ど
生
活
に
密
着
し
た
日
本
産
品
が
大
半
を

占
め
て
お
り
、
こ
の
他
長
崎
で
の
中
継
品
（
主
に
東
南
ア
ジ
ア
産

品
）
も
細
物
の
部
類
に
入
る
。
し
か
し
朝
鮮
産
品
は
含
ま
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
対
馬
か
ら
の
搬
入
物
資
に
限
っ
て
の
呼
称

と
考
え
ら
れ
る
。

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）、
委
託
業
者
で
あ
る
細
物
請
負
屋
が

創
設
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
倭
館
へ
の
細
物
搬
入
は
、
次
の
よ
う
な

規
程
が
あ
っ
た
。

１
細
物
運
上
銀
…
…
仕
入
値
銀
一
〇
貫
目
に
つ
き
五
〇
〇
目
。
商

売
掛
へ
納
入
（
納
期
は
三
年
後
）。

２
送
使
方
細
物
（
封
進
物
・
音
物
用
）…
…
代
官
方
へ
納
入
。
代

価
は
公
木
で
支
払
わ
れ
、
こ
れ
を
国
内
販
売
で
き
る
（
運
上
銀

公
木
一
束
に
つ
き
銀
二
五
匁
）。

３
私
貿
易
用
細
物
…
…
商
売
掛
へ
納
入
。
上
限
枠
は
銀
五
〇
貫
目
。

代
価
は
「
１
細
物
運
上
銀
」
を
相
殺
し
た
後
、
商
売
掛
よ
り

支
払
わ
れ
る
。

１
は
細
物
全
体
の
納
税
代
銀
で
あ
り
、
こ
れ
が
３
私
貿
易
用
細
物

の
納
入
代
銀
か
ら
相
殺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
細
物
請
負
屋
が

私
貿
易
担
当
官
商
売
掛
（
元
方
役
）
の
会
計
と
連
動
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

細
物
の
搬
入
総
額
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
倭
館
役
員
に
認
め

ら
れ
た
音
物
代
だ
け
で
年
間
七
貫
目
位
あ
り
、
こ
れ
に
個
人
の
音

物
分
が
加
算
さ
れ
る
。
私
貿
易
用
細
物
は
、
貿
易
が
盛
ん
な
貞
享

（
３
）
「
弓
角
契
」
お
よ
び
倭
館
出
入
り
の
朝
鮮
商
人
に
つ
い
は
、
金

東
哲
（
吉
田
光
男
訳
）『
朝
鮮
近
世
の
御
用
商
人
』（
法
政
大
学
出

版
局
、
二
〇
〇
一
年
）
二
五
頁
、
二
七
頁
、
三
〇
頁
以
下
を
参
照
。

倭
館
に
お
け
る
水
牛
角
貿
易
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
あ
ら
た
め

て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

（
５
）（
７
）（
９
）（
１０
）
宗
家
文
書
『
御
商
売
御
利
潤
并
御
銀
鉄
物

渡
并
御
代
物
朝
鮮
よ
り
出
高
積
立
之
覚
書
』（
国
立
国
会
図
書
館
所

蔵
）

（
６
）
朴
同
知
上
納
と
は
、
帳
簿
に
「
公
木
売
掛
差
引
残
之
分
」
と
あ

り
、
訳
官
朴
再
昌
が
請
け
負
っ
た
私
貿
易
に
よ
る
公
木
取
引
の
焦

げ
付
き
分
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）
別
代
官
は
藩
の
勘
定
方
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
契
機
に

私
貿
易
の
商
人
請
負
時
代
は
終
わ
る
。
詳
細
は
、
田
代
和
生
『
近

世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
一
年
）
一
九
二

頁
。近

世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

二
九
（
二
九
）



元
年
（
一
六
八
四
）〜
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
の
一
一
年
間
を

み
る
限
り
、
平
均
し
て
二
七
貫
目
余
で
上
限
枠
五
〇
貫
目
の
半
分

位
と
み
な
さ
れ
る
。
最
盛
期
の
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
の
事
例

で
み
る
と
、
細
物
輸
出
総
額
八
八
貫
目
余
の
う
ち
五
八
貫
目
余
が

銀
山
煙
器
（
キ
セ
ル
）
三
六
万
挺
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
御
商
売

物
で
あ
る
刻
多
葉
粉
の
輸
出
と
な
ら
ん
で
、
私
貿
易
は
朝
鮮
国
内

に
お
け
る
喫
煙
慣
習
の
浸
透
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

商
売
掛
と
の
密
接
な
か
か
わ
り
は
、
開
市
で
の
御
免
物
貿
易
の

仕
法
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
細
物
請
負
屋
に
認
可
さ

れ
た
「
御
免
物
」
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

輸
出
品
…
五
品
目
（
銅
・
鑞
・
鍮
鉐
・
丹
木
・
胡
椒
）。

輸
入
品
…
四
品
目
（
紬
・
煎
紬
・
黄
糸
・
真
綿
子
）

輸
出
品
は
、
品
目
ご
と
に
定
額
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
輸
出
額
合
計

（
二
四
貫
目
余
）
が
御
免
物
貿
易
の
規
模
と
み
な
さ
れ
、
他
の
請

負
屋
（
平
均
五
〜
六
貫
目
）
の
四
〜
五
倍
の
レ
ベ
ル
で
運
営
さ
れ

て
い
る
。
輸
入
品
の
数
量
規
程
は
な
い
が
、
国
内
で
販
売
す
る
と

き
の
運
上
が
個
々
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
商
売
掛
へ
納
入

さ
れ
る
規
程
で
あ
る
。
輸
出
品
は
総
て
商
売
掛
が
調
達
し
た
い
わ

ゆ
る
「
御
商
売
物
」
を
借
り
受
け
、
細
物
請
負
屋
は
そ
の
代
価

（
元
方
代
銀
）
を
現
銀
で
は
な
く
、
私
貿
易
最
大
の
輸
入
品
で
あ

る
中
国
産
白
糸
と
絹
織
物
で
納
入
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
細
物
請
負
屋
が
会
計
だ
け
で
な
く
、
商
売
掛
の
私

貿
易
業
務
そ
の
も
の
に
深
く
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い

る
。
創
設
年
代
や
構
成
員
な
ど
か
ら
み
て
も
、
細
物
請
負
屋
は
商

売
掛
の
下
請
負
的
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
元
禄
期
後
半
、
私
貿
易
は
貨
幣
改
鋳
の
影
響
を
受
け

て
危
機
的
な
状
況
に
陥
っ
た
。
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
商
売
掛

は
元
方
役
と
改
名
さ
れ
て
組
織
の
強
化
が
は
か
ら
れ
た
が
、
同
時

に
細
物
請
負
屋
へ
も
時
流
に
即
し
た
活
動
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
ず
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）・
同
十
二
年
、
送
使

方
細
物
の
代
価
と
し
て
渡
さ
れ
て
い
た
公
木
の
国
内
販
売
を
中
止

さ
れ
、
代
わ
り
に
日
本
木
綿
の
倭
館
搬
入
を
委
託
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
元
方
役
の
方
針
に
よ
り
、
公
木
と
日
本
木
綿
を

朝
鮮
へ
輸
出
す
る
こ
と
で
、
丁
銀
の
減
少
分
を
少
し
で
も
補
填
し

よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
貿
易
不
振
は
予
想
外
に

大
き
く
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
よ
り
細
物
請
負
屋
は
元
方

役
に
累
積
す
る
売
掛
銀
の
回
収
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
こ
の
見
返
り
と
し
て
、
御
商
売
物
で
あ
る
水
牛
角
の
調
達
・

販
売
を
委
託
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
細
物
屋
は
長
崎
の
中
国
商
人
や

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
、
あ
る
い
は
朝
鮮
王
府
の
専
業
商
人

（
弓
角
契
）
と
の
関
係
を
深
め
る
結
果
に
な
る
。
こ
の
水
牛
角
貿

史

学

第
七
九
巻

第
一
・
二
号
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易
は
、
長
崎
貿
易
や
朝
鮮
商
業
史
の
側
面
に
か
か
わ
る
多
く
の
問

題
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
別
稿
で
と
り
あ
げ
て
考

察
し
て
い
き
た
い
。

細
物
屋
に
よ
る
売
掛
銀
回
収
は
比
較
的
順
調
に
進
ん
だ
も
の
の
、

元
方
役
に
累
積
す
る
売
掛
銀
は
一
向
に
回
復
す
る
兆
し
が
み
え
ず
、

や
が
て
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
元
方
役
の
廃
止
に
よ
り
、
以
後

の
私
貿
易
担
当
官
は
藩
の
勘
定
方
役
人
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
細
物
屋
は
解
散
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
幕
末
期
ま
で

存
続
す
る
。
例
え
ば
享
保
期
（
一
七
二
〇
年
代
）
朝
鮮
方
の
松
浦

霞
沼
・
越
常
右
衛
門
の
意
見
に
よ
っ
て
倭
館
請
負
屋
の
一
斉
解
散

が
命
じ
ら
れ
た
と
き
も
、
細
物
請
負
屋
は
そ
の
特
殊
性
を
次
の
よ

う
に
認
め
ら
れ
て
倭
館
渡
航
を
許
可
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。

諸
請
負
之
内
、
小
間
物
屋
・
酒
屋
・
糀
屋
・
縄
筵
請
負
・
修

理
方
請
負
・
畳
屋
・
豆
腐
屋
、
右
七
色
之
請
負
は
無
之
候
て

不
叶
、
当
用
ニ
候
故
其
侭
ニ
被
立
置
、
其
餘
之
請
負
事
ハ
一

切
被
差
免
、
御
商
買
外
之
日
本
代
物
・
朝
鮮
代
物
、
町
人
水

夫
と
も
勝
手
次
第
持
渡
取
帰
候
儀
被
差
免
、
相
應
ニ
船
賃
を

以
被
差
通
候
者
末
々
勝
手
ニ
罷
成
可
然
義
と
存
候
事
、

「
右
七
色
之
請
負
は
無
之
候
て
不
叶
、
当
用
ニ
候
故
其
侭
ニ
被
立

置
」
と
あ
る
よ
う
に
、
細
物
屋
は
倭
館
に
不
可
欠
な
請
負
業
七
種

の
筆
頭
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
扱
う
品
が
貿
易
品
だ
け
で
な
く
、

倭
館
住
民
の
「
当
用
」
の
品
と
、
日
朝
外
交
や
日
々
の
交
流
に
欠

か
せ
な
い
音
物
を
扱
う
業
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
細
物
屋
の
倭
館

に
お
け
る
役
割
の
重
要
性
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

註（
１
）
宗
家
文
書
『
分
類
紀
事
大
綱
』
附
録
二
（
国
立
国
会
図
書
館
所

蔵
）。
こ
の
措
置
は
、
家
老
杉
村
采
女
と
朝
鮮
方
の
松
浦
霞
沼
・
越

常
右
衛
門
が
倭
館
請
負
制
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
た
際
、「
朝
鮮

諸
請
負
被
仰
付
置
候
付
、
町
人
と
も
彼
地
へ
罷
渡
候
而
も
商
買
無

之
難
儀
仕
候
故
、
諸
請
負
之
残
被
召
上
、
町
人
以
下
勝
手
次
第
ニ

代
物
持
渡
候
様
被
仰
付
度
奉
存
候
」
と
い
っ
た
現
状
を
考
慮
し
て
、

倭
館
で
商
売
す
る
一
般
商
人
へ
の
救
済
策
と
し
て
、
一
種
の
専
売

制
を
と
っ
て
い
た
請
負
屋
の
解
散
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

近
世
日
朝
貿
易
に
お
け
る
細
物
請
負
屋
の
活
動

三
一
（
三
一
）


